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医政局 令和8年度予算案の概要

医療計画等に基づく医療体制の推進

国際保健への戦略的取組及び感染症対策の体制強化

１．将来の医療需要等を見据えた医療提供体制の整備・強化 ３．創薬力等強化に向けた医薬品・医療機器のイノベーションの推進、安定供給確保

４．医療ＤＸの推進

有望なシーズの医薬品・医療機器等への実用化の促進

国際水準の治験・臨床試験の実施環境の整備

４４．４億円（４４．４億円）

３０．６億円（３１．５億円）

５１６．７億円（５５６．２億円）

１０５．４億円（１１１．３億円）

５．各種施策
・死因究明等の推進 ２．５億円（ ２．７億円）
・国立ハンセン病療養所における良好な療養環境の整備 ３１０．３億円（ ３０９．５億円）
・国立病院機構における医療政策等の実施 １１.６億円（ １１．８億円）
・東日本大震災からの第３期復興・創生期間における地域医療の再生支援（注２）

６０．６億円（ ３４．９億円） 等

・保健医療情報利活用推進関連事業 ４．９億円（ ５．３億円） 等

・創薬基盤強化支援事業 ８．７億円（ ９．３億円）
・優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業 １．２億円（ ０億円）
・クリニカル・イノベーション・ネットワーク(ＣＩＮ)構想の推進 ２９．３億円（３０．７億円） 等

・医療技術実用化総合促進事業 ２５．２億円（２６．６億円） 等

・かかりつけ医機能が発揮される制度整備の推進
・災害/救急/へき地医療体制、ドクターヘリ、在宅医療の推進
・歯科口腔保健・歯科保健医療提供体制の推進
・医療安全の推進 等

・医療の国際展開の推進 ・外国人患者の受入環境の整備
・新興感染症対応力強化事業 ・個人防護具の備蓄等事業 等

１５．３億円（２５．７億円）

医師偏在是正に向けた対策の推進 医師・医療従事者の働き方改革の推進

地域医療構想の実現に向けた取組の推進

１０５．６億円（１０６．２億円）１４９．９億円（１２３．９億円）

・地域医療介護総合確保基金を活用した勤
務医の労働時間短縮の推進（注１）

９５．３億円（９５．３億円） 等

・重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ
２９．８億円（０億円）

・地域医療介護総合確保基金を活用した医師偏在対策の推進（注１）
・総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業

４．５億円（４．５億円） 等

・地域医療介護総合確保基金 ６４７．３億円（６１３．０億円）
・入院・外来機能の分化・連携推進等に向けたデータ収集・分析事業 ４．７億円（３．９億円） 等

研究開発によるイノベーションの推進
・がん・難病の全ゲノム解析等の推進事業 １３．０億円（１３．０億円） 等

０．４億円（０．３億円）

○今後も人口減少、高齢化が続く中、将来の医療需要を見据えつつ、新たな感染症等や自然災害など緊急事態が発生した際にも機動的・弾力的に対応できるような質の高い効率的な医療提供体制の整備・強化を行
うとともに、医師偏在対策及び医師・医療従事者の働き方改革など各種施策を一体的に推進する。
○我が国の医薬品産業、医療機器産業の競争力強化に向けた取り組みを推進していくことは不可欠であり、魅力のある環境づくりを通じて創薬力の強化及び国際競争力の強化を図る。後発医薬品においては、生産
性の向上、人材の育成等ガバナンスの強化、業界再編や企業間の連携・協力の推進を行う。
○医療DXを通じたサービスの効率化・質の向上を実現することにより、国民の保健医療の向上を図るとともに、最適な医療を実現するための基盤整備を推進する。

医薬品等の安定供給の推進
・抗菌薬等医薬品備蓄体制整備事業 ９．４億円（ ０億円）
・医薬品供給リスク等調査及び分析事業 ０．７億円（ ０億円） 等

１５．０億円（３．６億円）

２．小児・周産期医療体制の充実

・周産期母子医療センター運営事業９．１億円＋統合補助金２４７．０億円の内数（統合補助金２６６．５億円の内数）
・地域小児医療体制強化事業 ３．８億円＋統合補助金２４７．０億円の内数（統合補助金２６６．５億円の内数） 等

２０．５億円（７．５億円）

医療ＤＸの推進

小児・周産期医療体制の充実

ドラッグラグ・ドラッグロスの解消
・小児医薬品開発支援体制強化事業 ０．４億円（ ０．３億円） 等

特定行為研修及び看護師確保の推進 １０．８億円（１１．３億円）
・特定行為研修の推進 ・多様なニーズに合わせた看護師の養成等による看護師確保の推進 等

１７．１億円（１７．４億円）

６５４．７億円（６２０．０億円）

・重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業 １４．１億円
・医師偏在是正に向けた広域マッチング事業 ２．０億円
・診療科偏在対策のための適切な遠隔医療等推進事業 １０．０億円
・総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業 １．１億円 等

補正予算

・ドクターヘリ運航体制緊急支援事業２２．１億円
・医療施設等の耐災害性強化 ３６．７億円
・医療施設等災害復旧費補助金 1４．３億円
・生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）
パイロット事業 ８．８億円 等

補正予算

・離島・へき地における看護師の特定行為研修推進モデル事業 １．２億円 等補正予算

・新興感染症対応力強化事業 ４８．６億円 等

○医療・介護等支援パッケージ（医療分野） １兆３６８．２億円
・医療機関・薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援 ５，３４１．２億円
・施設整備の促進に対する支援 ４６１．６億円
・福祉医療機構による優遇融資等の実施 ８０３．９億円
・生産性向上に対する支援 ２００．０億円
・病床数の適正化に対する支援 ３，４８９．８億円
・出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科への支援 ７１．７億円

一体的に推進
総合的な医療提供体制改革を実施

・革新的医薬品等実用化支援基金事業 ２４０．８億円
・優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業 ７．６億円
・再生医療等実用化基盤整備促進事業 ３．０億円 等

・新規モダリティ対応ヒト初回投与試験体制整備等事業 １２．２億円
・国際共同治験ワンストップ相談窓口事業 ２．９億円
・医療技術実用化総合促進事業 ２１．７億円 等

・特定医療技術等の導入に向けた未承認薬等アクセス確保事業 ０．５億円
・未承認薬等迅速解消促進調査事業 ０．６億円 等

・がん・難病の全ゲノム解析等の推進事業 ４５．９億円 等

・後発医薬品製造基盤整備基金事業 ８４４．３億円
・医薬品卸業者に対する継続的な安定供給支援事業 ６２．９億円
・人工呼吸器の国内生産体制強化事業 ２５．３億円
・抗菌薬等医薬品備蓄体制整備 １５．７億円
・医療機器等のサプライチェーンリスク評価及び安定供給確保事業 ０．９億円
・医薬品安定供給・流通確認システムの機能追加にかかる設計・開発 ３．２億円
・バイオ後続品の国内製造施設整備のための支援事業 ７８．９億円 等

・全国医療情報プラットフォーム開発事業 ７４．１億円

・医療機関におけるサイバーセキュリティ確保事業 １４．７億円
・電子カルテ情報共有サービスに関する国民・医療従事者等への周知広報事業 ２．０億円
・医療情報システムのクラウド化に伴う検討事業 ６５．７億円 等

・地域連携周産期医療体制モデル事業 ６．０億円

補正予算

補正予算

補正予算

補正予算

補正予算

補正予算

補正予算

補正予算

補正予算

予算案額 1,852.6億円（1,794.2億円）
【12,407.7億円】

※（ ）内は令和７年度当初予算額、【 】内は令和７年度補正予算額

（注２）東日本大震災復興特別会計に計上。 ※デジタル庁計上分含む。 ※項目間で一部経費の重複あり。
※金額は令和８年度予算額、（ ）内は令和７年度当初予算額、 内は令和７年度補正予算額
（注１）地域医療介護総合確保基金の内数。
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令和８年度 予算案の概要 

（厚生労働省医政局） 
 

令和８年度 予算案（Ａ）  １，８５２億６２百万円 
〔うち、東日本大震災復興特別会計 ６２億２８百万円〕 

令和７年度 補正予算（Ｂ） １２，４０７億７４百万円 
（Ａ）＋（Ｂ）＝ １４，２６０億３６百万円 

 
令和７年度 予算額（Ｃ） １，７９４億２３百万円 
〔うち、東日本大震災復興特別会計 ３４億９４百万円〕 

（Ａ）－（Ｃ） ５８億３９百万円 
（対前年度比：１０３．３％） 

（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） １２，４６６億１３百万円 

（対前年度比：７９４．８％）    
（注） 計数には、厚生労働科学研究費補助金等は含まない。 

（注） デジタル庁計上予算として令和８年度予算案に１５億１８百万円が、令和７年度当初予算に１４

億２９百万円が、令和７年度補正予算額に１６２億６０百万円がそれぞれ含まれている。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

１．将来の医療需要等を見据えた医療提供体制の整備・強化 
・地域医療構想の実現に向けた取組の推進 ６５５億円 
・医療計画等に基づく医療体制の推進 ５１７億円 
・医師偏在是正に向けた対策の推進等 １５０億円 
・医師・医療従事者の働き方改革の推進 １０６億円 
・特定行為研修及び看護師確保の推進 １１億円 
・国際保健への戦略的取組及び感染症対策の体制強化 １０５億円 
 
２．小児・周産期医療体制の充実 ２１億円 
 
３．創薬力等強化に向けた医薬品・医療機器のイノベーションの推進、安定供給確保 
・有望なシーズの医薬品・医療機器等への実用化の促進 ４４億円 
・国際水準の治験・臨床試験の実施環境の整備 ３１億円 
・ドラッグラグ・ドラッグロスの解消 ０．４億円 
・研究開発によるイノベーションの推進 １７億円 
・医薬品の安定供給の推進 １５億円 
 
４．医療ＤＸの推進 １５億円 

 

主要施策 
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○ 医療・介護等支援パッケージ（医療分野） １０，３６８億円 
・医療機関・薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援 ５，３４１億円 
・施設整備の促進に対する支援 ４６２億円 
・福祉医療機構による優遇融資等の実施 ８０４億円 
・生産性向上に対する支援 ２００億円 
・病床数の適正化に対する支援 ３，４９０億円 
・出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科の支援 ７２億円  
○ 医療の確保、ＤＸの推進等 ５４６億円 
・医師偏在是正に向けたリカレント教育の実施や医師のマッチングへの支援等 ３億円 
・特定行為研修修了者の養成・ナースセンターの活用等による看護師確保の推進 ４億円 
・ドクターヘリの運航維持、国民保護事案発生時等における救急・災害医療体制の確保  ２４億円 
・周産期医療の連携体制、希望に応じて安全な無痛分娩が選択できる体制の構築  ６億円 
・医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化 １５億円 
・生涯を通じた歯科健診を行う環境整備の推進 ９億円 

等  
○ 創薬力強化に向けたイノベーションの推進、医薬品等の安定供給確保等１，３８１億円 
・革新的医薬品等実用化支援基金の造成による創薬環境の整備 ２４１億円 
・後発医薬品製造基盤整備基金の造成による後発医薬品企業の品目統合等に向けた 
設備投資等の支援 ８４４億円 

・ファースト・イン・ヒューマン（ＦＩＨ）試験実施体制の整備 １２億円 
・再生医療等の臨床研究支援等に係る基盤の体制整備・強化 ３億円 
・がん・難病の全ゲノム解析における情報基盤の構築、研究の推進 ４６億円 
・革新的医療機器の創出に向けた産業振興拠点の強化 ８億円 
・臨床研究中核病院における国際水準の治験・臨床試験対応能力の強化 ２２億円 
・医薬品卸業者に対する継続的な安定供給のための支援 ６３億円 
・抗菌薬等や人工呼吸器の国内在庫の確保等に向けた体制整備への支援 ４１億円 
・海外依存度の高い原薬等の供給リスク低減に向けた支援 ５億円 
・バイオ後続品の国内生産体制整備計画に対する支援 ７９億円 

等  
○ 災害からの復旧・復興に対する支援、医療施設等の耐災害性強化 ５９億円 
・医療施設等の耐災害性強化 ３７億円 
・医療施設等の災害復旧費 １４億円 

等 
 

令和７年度補正予算における主な施策 
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主要施策 

１ ．将来の医療需要等を見据えた医療提供体制の整備・強化 
 

今後も人口減少・高齢化が続く中、各地域において、将来の医療需要を見据えつつ、

新たな感染症等や、地震災害・風水害等の自然災害など、緊急事態が発生した際にも

機動的・弾力的に対応できるような質の高い効率的な医療提供体制を整備・構築する

必要がある。  

また、令和７年の改正医療法等を踏まえ、新たな地域医療構想について、入院医療

だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む医療提供体制全体の課題解決を

図るものへ位置付けを見直すことや、医療機関機能に着目した医療機関の機能分化・

連携の推進等に取り組むとともに、重点医師偏在対策支援区域における診療所の承

継・開業支援等の実施により、「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」

に基づく取組を進める。また、「医療計画」、「地域医療構想」、「医師の働き方改革」、

「医師偏在対策」、「外来機能の明確化・連携」、「かかりつけ医機能の確保」など各種

施策を一体的に推進する。 

加えて、在宅医療については、効率的で持続可能な在宅医療の提供体制を確保する

ため、第９次医療計画への反映も見据え、新たに、求められる在宅医療の機能（①退

院支援 ②日常の療養支援 ③急変時の対応 ④看取り）における ICT 技術等の活用の

あり方を検討するとともに、多職種連携に係るICT活用等に関するモデル事業を実施

する。 

さらに、次の感染症危機に適切に備えるため、引き続き、協定締結医療機関に対す

る施設改修や設備整備等の支援や個人防護具など感染症対策物資の備蓄体制等の強

化を図る。 
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医療・介護等支援パッケージ（医療分） 
令和７年度補正予算額 １，０３６，８１６百万円  

 
 ○医療機関・薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援 ５３４，１１７百万円 

経済状況の変化等に対応するため、救急医療を担うといった医療機能の特性も踏まえつつ、

診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支

援を行う。 

 

○施設整備の促進に対する支援 ４６，１６３百万円 

現下の物価上昇を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進のための施設整備等が

困難な医療機関に対する支援を実施する。 

 

 ○福祉医療機構による優遇融資等の実施 ８０，３８５百万円 

物価上昇の影響を受けた医療機関の資金繰りを的確に支援するため、独立行政法人福祉医

療機構（WAM）による優遇融資等を着実に実施する。 

 

 ○生産性向上に対する支援     ２０，０００百万円  

ＩＣＴ機器等の導入によって業務効率化・職場環境改善に資する取組を行い、生産性向上を図

る医療機関への支援を実施する。 

 

○病床数の適正化に対する支援 ３４８，９８０百万円 

病床数の適正化を進める医療機関に対しては、医療機関の連携・再編・集約化に向けた取り組

みを加速する観点から、地域の医療ニーズを踏まえ必要な支援を実施する。 

 

○出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科への支援 ７，１７１百万円 

出生数減少等の影響を受けている産科施設や小児医療の拠点となる施設への支援も実施す

る。 
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（１） 地域医療構想の実現に向けた取組の推進 
 

 ６５，４７３百万円（対前年＋３，４７２百万円） 

令和７年度補正予算  ７４８百万円 
 

１ 
地域医療介護総合確保基金                  公費 ９６，０１４百万円 

（国 ６４，７３１百万円、地方 ３１，２８３百万円） 
 

将来を見据えた地域医療構想の実現に向け、病床の機能分化・連携に関する

取組と併せて、居宅等における医療の提供や医療従事者の確保に関する取組に

ついても、引き続き、地域医療介護総合確保基金による支援を行う。 

新たな地域医療構想は、2040年頃を見据え、入院だけでなく、外来・在宅医

療、介護連携等も含めた構想とし、医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機

能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等）に着目した連携・再編・集約化

の取組を行うこととしており、令和７年度に国で構想ガイドラインを作成、令

和８年度以降都道府県で新たな地域医療構想策定の議論を行う予定であり、引

き続き、地域医療介護総合確保基金により構想ガイドラインに即した、都道府

県の取組や、医療機関の連携・再編・集約化の取組を加速化させるため支援を

行う。 

また、勤務医の働き方改革を推進するため、医師の労働時間が長時間となる

医療機関に対する大学病院等からの医師派遣や、医師の労働時間短縮に取り組

む医療機関に対する勤務環境改善等のための支援を行う。 

さらに、医師の偏在対策を推進するため、地域の実情に応じた取組に対し、

地域医療介護総合確保基金を活用した支援を実施する。 

加えて、女性医療職等の離職防止及び再就業を促進するため、地域医療介護

総合確保基金を活用し、病院内保育所の運営費や施設整備に対する支援を実施

する。 

なお、所要の法改正を行った上で、ＩＣＴ機器等の導入によって業務効率化・

職場環境改善に資する取組を行い、生産性向上を図る病院に対して、必要な経

費を支援する事業を新設するとともに、現行の区分Ⅵを見直す予定としている。 
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（参考） 地域医療介護総合確保基金の対象事業 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業（事業区分Ⅰ－１） 

            公費２０，０００百万円（国１３，３３３百万円、地方６，６６７百万円） 

急性期病床から回復期病床への転換等、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び

連携等について実効性のあるものとするため、医療機関が実施する施設・設備整備に対する助

成を行う。 

 

②地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業（事業区分Ⅰ－２） 

  公費２，１６５百万円（国２，１６５百万円） 

    地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、自主的に 

行われる病床減少を伴う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等の取組に対する 

助成を行う。 

 

③居宅等における医療の提供に関する事業（事業区分Ⅱ） 

公費５４，４００百万円（国３６，２６７百万円、地方１８，１３３百万円）の内数 

地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制を確

保するための支援等、在宅における医療を提供する体制の整備に対する助成を行う。 

 

④医療従事者の確保に関する事業（事業区分Ⅳ） 

公費５４，４００百万円（国３６，２６７百万円、地方１８，１３３百万円）の内数 

医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業に助成する

ことにより､医師､看護師等の地域に必要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進する。 

 

⑤勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業（事業区分Ⅵ） 

公費１４，３００百万円（国９，５３３百万円、地方４，７６７百万円） 

勤務医の働き方改革を推進するため、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤

務環境となっていると都道府県知事が認める医療機関等を対象とし、医師の労働時間短縮に

向けた総合的な取組に対して助成を行う（勤務医の労働時間短縮の推進）。 

 

  ⑥生産性向上支援に関する事業（新区分） 

公費５，１４８百万円（国３，４３２百万円、地方１，７１６百万円） 

ＩＣＴ機器等の導入によって業務効率化・職場環境改善に資する取組を行い、生産性向上

を図る病院に対して、必要な経費を支援する。 
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２ 
入院・外来機能の分化・連携推進等に向けたデータ収集・分析事業  

４７５百万円 （３９３百万円） 
 

病床機能の分化・連携に向けた病床機能報告及び外来機能の分化・連携に向

けた外来機能報告の集計等を引き続き実施するほか、医療法等改正に伴い、令

和８年度から新たに開始される医療機関機能報告の集計等を行う。 
 

 

 

  

【令和７年度補正予算  ７２８百万円】 
 

 ○医療法に基づく医療機関機能報告○デ  ７２８百万円 

医療法改正に伴い必要となる医療機関機能報告制度の実施のため、G-MIS に新たな機能の追加を

行う。 
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（２） 医療計画等に基づく医療体制の推進 
 

５１，６７４百万円（対前年▲３，９４５百万円） 

令和７年度補正予算額 ２０，８３８百万円  
 

１ 
かかりつけ医機能が発揮される制度整備の推進  

５４百万円（８５百万円） 
 

令和７年度より施行されたかかりつけ医機能報告制度について、各自治体に

おいて、本制度が地域において円滑に運用されるための必要な取組を行う。 

 

 

２ 
ドクターヘリ活用の推進 

１０，０１１百万円 （９，８８９百万円） 
 

地域において必要な救急医療が適時適切に提供できる体制の構築を目指し、

早期の治療開始、迅速な搬送を可能とするドクターヘリの運航に必要な経費の

支援を拡充するとともに、ドクターヘリによる診療の効果検証を行うため、ド

クターヘリの症例データの収集等を行う。 
 

【ドクターヘリ関係の予算の内訳】  

・ドクターヘリ事業従事者研修事業  7百万円 

・ドクターヘリ症例データベース収集事業 4百万円 

・ドクターヘリ導入促進事業※ 10,000百万円 

 

※ドクターヘリ導入促進事業は医療提供体制推進事業費補助金 
24,697百万円の内数 

 

【令和７年度補正予算  １，８８１百万円】 
 

 ○医療機能情報提供制度・かかりつけ医機能報告制度に係る G-MIS の改修等経費○デ  

  ６０１百万円 

医療機能情報提供制度について、改正医療法により施行される制度改正に伴い必要となる機能

改修等を行うとともに、かかりつけ医機能報告制度について、医療機関の報告負担の軽減等を踏

まえた必要となる機能改修等を行う。 

 

 ○全国統一システムに係る改修等経費○デ  

１，２８０百万円 

医療機能情報提供制度に基づく国民への情報提供を実施する全国統一システム（医療情報ネッ

ト）について、改正医療法により施行される制度改正に伴い必要となる機能改修等を行う。 
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３ 
救急医療体制の推進  

８３３百万円 （８３６百万円）  
 

救急医療体制の整備を図るため、重篤な救急患者を 24 時間体制で受け入れ

る救命救急センター等への支援を行う。 

 

【救急医療関係の主な予算の内訳】 

・遠隔ICU体制整備促進事業 98百万円 

・救急医療体制強化事業 359百万円 

・小児救命救急センター事業（地域小児救命救急センター整備） 189百万円 

・救急現場に出動するドクターカー活用促進事業 90百万円 

・病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進事業 41百万円 

 

上記以外に医療提供体制推進事業費補助金24,697百万円を活用 

○主な事業メニュー 

救命救急センター運営事業、小児救命救急センター運営事業 等 

【令和７年度補正予算  ２，２０９百万円】 
 

 ○ドクターヘリ運航体制緊急支援事業 ２，２０９百万円 

ドクターヘリの安全かつ持続可能な運航体制を確保するため、ドクターヘリの機体の調達・整

備、資機材の調達、整備士等の確保等に係る費用を支援する。 

 

【令和７年度補正予算  ３９５百万円】 
 

 〇救急医療情報連携プラットフォーム構築のための調査研究事業 ９９百万円 

令和 7 年度の地方創生交付金 TYPES 事業での成果を踏まえ、民間システムや EMIS との連

携も可能な「救急医療情報連携プラットフォーム」の構築のための調査を行う。 

 

 ○遠隔ICU 体制整備促進事業（医療施設等設備整備費補助金） ２７０百万円 

「遠隔ICU支援を行う側」に勤務する集中治療を専門とする経験豊富な医師が、「遠隔ICU支援

を受ける側」に入院する複数の患者を集中的にモニタリングし、若手医師等に対し適切な助言等

を行う体制を整備するために必要な設備整備費を支援する。 

 

 ○病院救急車機能向上推進事業 ７百万円 

病院救急車に関する指針に則り、乗務員となる医療従事者に対する研修を実施し、より安全な

患者搬送が可能となる病院救急車の機能の向上を推進する。 

 

 ○救急救命士国家資格等情報連携・活用システム事業 １０百万円 

救急救命士については、「国家資格等情報連携・活用システム」により資格管理を行う予定となっ

ていることから、当該システムへの移行が円滑に行えるよう、受験申請手続及び資格申請手続

にかかる基盤整備のほか、キャッシュレス決済の手数料等にかかる整備を行う。 
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４ 

災害医療体制の推進 ○デ 一部 

１，８７９百万円 （１，７３９百万円） 

うち、デジタル庁計上予算３４０百万円 
 

今後、発生が想定される南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模災害の発

生等に備えて、災害拠点病院等や災害等のリスクの高い地域に所在する医療機

関等の体制強化や施設整備に対する支援等を行う。 

新興感染症への対応や大規模災害発生直後の被災地における迅速な活動調

整等を目的とした DMAT 事務局等の体制拡充や、地域における災害等の危機管

理を指導する専門家の養成等を図るとともに、ドクターヘリを活用した災害時

の患者搬送調整を行うドクターヘリ支援本部をDMAT事務局内に設置する。 

 

【災害医療関係の主な予算の内訳】 

・DMAT体制整備事業 1,234百万円 

・DPAT体制整備事業 72百万円 

・DPAT養成支援事業 25百万円 

・災害・感染症に係る看護職員確保事業 88百万円 

・JDAT養成支援事業 6百万円 

・災害時小児周産期リエゾン研修及び活動支援事業 15百万円 

 

上記以外に医療提供体制推進事業費補助金24,697百万円を活用 

○主な事業メニュー 

基幹災害拠点病院設備整備事業、地域災害拠点病院設備整備事業 等 

  

 

 ○「国家資格等情報連携・活用システム」運用開始に向けた救急救命士名簿データ移行等業務 

４百万円 

救急救命士については、「国家資格等情報連携・活用システム」により資格管理を行う予定とな

っていることから、当該システムへの移行が円滑に行えるよう、救急救命士名簿をデータ化し、

「国家資格等情報連携・活用システム」への移行を行う。 

 

 ○ドクターカー現場安全管理研修事業 ５百万円 

ドクターカーの出動現場において、医療従事者が安全に医療活動を行うことができるように、

救命救急センターの職員を対象に、ドクターカー運用に係る、現場安全管理研修を行う。 
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【令和７年度補正予算  １０，０１０百万円】 
 

 〇医療施設等の耐災害性強化 ３，６６８百万円 

医療施設等の防災・減災対策を推進するため、耐震化等の改修等、非常用自家発電設備や

給水設備の整備、水害対策に伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修等のほ

か、災害拠点精神科病院に必要な診療設備等の整備等の対策を講じる。 

 

  ・医療施設ブロック塀改修等整備事業 １９百万円 

  ・医療施設非常用自家発電装置施設整備事業 ７８６百万円 

  ・医療施設給水設備強化等促進事業 １５３百万円 

  ・医療施設浸水対策事業 ２６２百万円 

  ・災害拠点精神科病院施設・設備整備事業 ９７８百万円 

  ・医療施設等耐震整備事業 １，４７０百万円 

 

〇医療施設等災害復旧費補助金 １，４３０百万円 

自然災害により被災した公的医療機関や政策医療を実施している医療施設等、一定の要件

に該当する医療施設等の建物工事費等の復旧に要する費用について補助する。 

 

 〇災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業 ５４百万円 

災害・感染症医療業務従事者の派遣に要する設備整備に対してかかる費用を補助する。 

 

 ○船舶を活用した災害医療活動体制整備事業 ６２百万円 

船舶を活用した医療提供体制の整備を推進するため、船舶において医療チームが救護活動

を展開するために必要な専用資器材の購入・設置・保管等を行う。 

 

 ○医療コンテナ活用促進事業 ４３百万円 

災害時等の医療を確保するため、都道府県及び病院が平時から医療コンテナを整備するた

めに必要な費用について補助する。 

 

 ○新EMIS と G-MIS 連携に係る改修等経費 ○デ  ４９百万円 

G-MIS と新EMIS とのデータ連携、IDaaS 環境等の構築を行う。 

 

 〇災害時等歯科保健医療提供体制整備事業 ４，７０３百万円 

災害時をはじめ、受診困難な状況にある者に対して歯科保健医療提供体制を確保するた

め、歯科診療器材等の整備を行うとともに、歯科巡回診療車を活用した提供体制の検証等の

モデル事業を行う。 
 

 

５ 
へき地保健医療対策の推進 ○新 一部 

２，６６９百万円 （２，２９８百万円） 
 

無医地区等のへき地に居住する住民に対する医療提供体制の確保を図るた

め、へき地診療所、巡回診療等を行うへき地医療拠点病院等への支援を行う。 
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【へき地医療関係の主な予算の内訳】 

・へき地医療拠点病院運営事業 403百万円 

・へき地診療所運営事業 1,587百万円 

・オンライン診療を活用したへき地医療支援実施医療機関運営支援事業 100百万円 

 

【令和７年度補正予算  ２０百万円】 
 

 〇へき地医療拠点病院運営事業（モデル事業分） ２０百万円 

第８次医療計画の新規追記事項に沿って、オンライン診療を活用した巡回診療や代診医派遣

等の取組みを、数か所のへき地医療拠点病院がモデル的に行い、課題、好事例などを収集

し、横展開や医療計画の見直し等に活用することを目的とする。 

 

 

６ 
在宅医療の推進  

１４０百万円 （ ８６百万円） 
 

人生会議（ACP）の普及・啓発活動を一層推進していくとともに、在宅医療の

推進に向けて、救急医療の現場や自治体などの関係機関間での在宅医療患者に

対する連携強化のための事業や災害時の在宅医療提供体制を強化するための

業務継続計画（BCP）策定事業等を行う。 
 

【在宅医療関係の主な予算の内訳】 

・人生の最終段階における医療・ケア体制整備等事業 110百万円 

・在宅医療・救急医療連携セミナー                              13百万円 

・在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業           12百万円 

 

【令和７年度補正予算  １７２百万円】 

 
 ○地域の在宅医療の体制整備に向けた連携支援事業 ３９百万円 

「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の整備に際し、整備や運用に課題を抱える拠点に対す

る伴走支援をはじめ、課題や運用に関するガイドブックの改訂、相談窓口の設置等を実施す

る。加えて、地域における多職種間の連携や調整機能を担う人材を育成するための研修を実

施する。 

 

 〇在宅医療の効率化のためのデジタル化及び ICT 導入促進に係るモデル事業  

  １１２百万円 

デジタル化やICT導入等の手法により、在宅医療の質を担保しつつ、効率化を図ることが求

められていることを踏まえ、希望する自治体をもとに設定したモデル地区に対するデジタル化

及び ICT の導入補助と在宅医療の実施を円滑に進めるための伴走支援を実施する。 
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○人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査に向けた調査項目等の検討 

  ２１百万円 

平成 4 年度以降、概ね 5 年に一度「人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」

を実施している。次回令和 9 年度の調査に向けて、今後の人生の最終段階における医療・ケア

に関する政策の立案にも資するよう、効果的な調査の設計を行う。 

 

 

７ 
医療安全の推進  

１，０９９百万円（１，０９９百万円）  
 

更なる医療安全の確保を推進するため、医療事故調査結果を収集・分析し、

再発防止に向けた普及啓発等を行う医療事故調査・支援センターの運営等の取

組を更に進める。 

 

【医療安全関係の主な予算の内訳】 

・医療安全支援センター総合支援事業 18百万円 

・医療事故情報収集等事業 93百万円 

・産科医療補償制度運営費 106百万円 

・医療事故調査支援センター運営費 754百万円 

・医療事故調査等支援団体等連絡協議会運営事業 52百万円 

 

【令和７年度補正予算  １０百万円】 
 

 〇医療機関管理者向け医療安全研修事業 １０百万円 

全国の医療機関の管理者を対象とした医療安全の研修を構築・実施し、もって医療機関におけ

る管理者を中心とする組織的な安全管理体制の構築や、医療安全文化の醸成、医療事故対応

の質向上を図ることを目的とする。 

 
 

８ 
歯科口腔保健・歯科保健医療提供体制の推進 ○新 一部 

１，７２９百万円 （２，６７２百万円） 

 

「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の全部改正（令和５年厚生労働

省告示第289号）を踏まえ、地域の実情に応じた歯科口腔保健施策をさらに推

進するため、自治体における歯科健診や歯科疾患の予防及び歯科口腔保健の推

進体制の強化等の取組を支援する。 

さらに、各地域の実情を踏まえて、歯科保健医療提供体制を構築するための

取組を支援するとともに、より質の高い歯科医療を提供する観点から、歯科衛

生士・歯科技工士の離職防止・復職支援等の取組や歯科専門職の業務の普及啓

発により業務の理解を深め良質な人材を確保する。 
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【歯科口腔保健・歯科保健医療関係の主な予算の内訳】 

・8020運動・口腔保健推進事業 1,104百万円 

・歯科衛生士の人材確保実証事業(歯科専門職の業務の普及啓発・人材確保推進事業)         52百万円 

・歯科技工士の人材確保対策事業(歯科専門職の業務の普及啓発・人材確保推進事業) 36百万円 

・歯科医療提供体制構築推進・支援事業                                   274百万円 

・歯科専門職の業務の普及啓発事業(歯科専門職の業務の普及啓発・人材確保推進事業)       2百万円 

・歯科OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・実証事業      68百万円 

・共用試験公的化に係る体制整備事業（歯科） 33百万円 

 

【令和７年度補正予算  ６，０８３百万円】 

 
 〇生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）パイロット事業 ８７７百万円 

簡易な口腔スクリーニングを用いた歯科健診を主体的に行う保険者及び事業主に対して支

援を行う。 

 

 〇災害時等歯科保健医療提供体制整備事業 （再掲） ４，７０３百万円 

災害時をはじめ、受診困難な状況にある者に対して歯科保健医療提供体制を確保するた

め、歯科診療器材等の整備を行うとともに、歯科巡回診療車を活用した提供体制の検証等の

モデル事業を行う。 

 

〇歯科電子カルテの標準仕様策定のための調査事業 ２０５百万円 

歯科電子カルテについて、情報共有サービス等の医療DX 群との連携を想定した標準仕様

を策定するために、歯科電子カルテとして具備すべき要件について調査、研究を行う。 

 

〇歯科専門職の業務の普及啓発事業(歯科専門職の業務の普及啓発・人材確保推進事業) １４９百万円 

歯科専門職の業務について、国民の理解を深めるとともに、良質な人材確保のため、効果

的な普及啓発を実施する。 

 

〇歯科技工に係る広告等の監視・収集事業 １３百万円 

歯科技工広告ガイドライン」に基づき、歯科技工に関する広告やウェブサイト等について委

託事業者による巡回・監視を行うとともに、歯科医師、歯科技工士等が不適切な事例等を発

見した場合に、委託事業者に通報を行う体制整備等を行う。 

 

〇歯科技工所情報提供システム（仮称） ２１百万円 

全国の歯科医療機関等が、取引先の歯科技工所の歯科技工所名、歯科技工所届出番号、

所在地、歯科技工の内容等の情報を適切に把握することができるような情報提供サイトを構

築するために必要な要件等について整理・検討を行う。 

 

〇歯科専門職のキャリアデータベースシステム構築事業（仮称）(歯科専門職の業務の普及啓発・人材確保推進事業)１１百万円 

就業している又は離職した歯科衛生士・歯科技工士が登録を行うキャリアデータベース及

び求人を行う歯科医療機関等とのマッチングが可能なシステムの構築に向けて、求められ

る機能、要件等について調査・検証を行う。 
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〇歯科医師臨床研修におけるオンライン届出システム構築事業○デ  １０３百万円 

歯科医師臨床研修施設が年次報告や臨床研修施設等変更届出書、研修プログラム追加・

変更届出書等をオンライン申請で管理するとともに、地方厚生局等が確認できるようシステ

ム構築を行う。 
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（３） 医師偏在是正に向けた対策の推進等 
１４，９９０百万円（対前年＋２，６０１百万円） 

令和７年度補正予算額 ４，４９２百万円  
 

１ 
重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業 ○新  

２，０００百万円（０百万円）  
 

今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口

減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対

策支援区域と設定した上で、重点区域において診療所を承継又は開業する場合

に、当該診療所に対して、①施設整備、②設備整備、③一定期間の地域への定

着支援を行う。 
 

２ 

重点医師偏在対策支援区域の医療機関に医師を派遣する派遣元医療機関支援

事業  ○新  

４５６百万円（０百万円）  
 

地域の中核病院等からの医師派遣による重点医師偏在対策支援区域の医師の

確保を推進するため、重点医師偏在対策支援区域内の医療機関に新たに医師を

派遣する医療機関に対して、医師派遣に要する費用の支援を行う。 
 

３ 

重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための代替

医師確保支援事業  ○新  

５２８百万円（０百万円）  
 

重点医師偏在対策支援区域において、医師の離職防止や新たに勤務する医師の

増加を図るため、医師の勤務･生活環境の改善のための土日の代替医師確保への

支援を行う。 
 

 

 

４ 
総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業 

４５５百万円 （４５５百万円）  
 

地域において幅広い領域の疾患等を総合的に診ることができる総合診療医

の養成を全国的に進めるため、総合診療医センターを各ブロックに整備し、一

貫した指導体制のもと、卒前教育から専門研修やその後のキャリアパスの構築

等を継続的に行うために必要な支援を行う。 
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５ 
専門医認定支援事業 

１５４百万円 （１５４百万円）  
 

医師の地域偏在、診療科偏在の是正に向けたより一層の取り組みを推進・充

実させるため、専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を行う一般社団法

人日本専門医機構や地域医療に配慮した研修体制の構築に取り組む都道府県

や医療機関への支援を図る。 

 

６ 
OSCE の模擬患者・評価者養成及び評価の在り方に係る調査・実証事業 

３６０百万円 （４２８百万円）  
 

OSCEの公的化に対応できる模擬患者・評価者等を養成し、充実したOSCEを

実施するために、効率的で質の高い評価体系並びに実施体制の確立を図る。 

 

７ 
共用試験公的化に係る体制整備事業 

８３百万円 （８３百万円）  
 

試験問題の質向上・難易度の均衡といった試験問題の管理、全国共通の合否

基準での試験実施、共用試験の実施全体の管理及び円滑かつ確実な実施に必要

な支援を行う。 

 

８ 
臨床研修費等補助金 

１０，７６０百万円 （１１，０８０百万円）  
 

平成 16 年度からの医師臨床研修制度必修化を踏まえ、医師としての基盤形

成時期に、将来専門とする分野にかかわらず、一般的な診療において頻繁に関

わる負傷及び疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を修得するため

の臨床研修を支援するとともに、その制度の中で、地域における医師不足及び

医師偏在対策（医師多数県の病院に採用された研修医の一部が、半年程度、医

師少数県等の地域の病院において研修を行う「広域連携型プログラム」を令和

８年度から開始）を支援し、もって地域において安心・信頼してかかれる医療

の確保を推進することを目的として、その研修等の実施に必要な支援を行う。 
 

９ 
地域医療介護総合確保基金を活用した医師偏在対策の推進（再掲・５ページ） 

６４，７３１百万円の内数 
 

医師の偏在対策を推進するため、地域の実情に応じた取組に対し、地域医療

介護総合確保基金を活用した支援を実施する。 
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【令和７年度補正予算  ４，４９２百万円】 
 

〇重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業 

１，４０７百万円 

 重点区域の医療機関の勤務する医師の負担を軽減し、働きやすい環境作りに資する、宿直

室等の施設整備に対する補助を行う。 

 

 〇国民健康保険中央会等のシステム改修 １，２５０百万円 

改正医療法等において、都道府県は医療計画で「重点医師偏在対策支援区域」を定めること

ができ、重点区域における医師手当の支給事業を保険者からの拠出金により行うことができ

るとされている。保険者からの拠出金の納付等のため、社会保険診療報酬審査支払機構及び

国民健康保険中央会が実施するシステム改修に対する補助を行う。 

 

 〇市町村による医師確保対策支援モデル事業   ８０百万円 

市町村が都道府県と連携して取り組む医師確保対策について支援を行い、その効果を検

証する。 

 

 〇医師偏在是正に向けた広域マッチング事業 ２００百万円 

全国的に、中堅・シニア世代等の医師を対象として、医師少数地域の医療機関とのマッチン

グ、その後の定着支援等を行うための財政支援を行う。 

 

〇医師偏在対策にかかる調査・分析事業 ２１百万円 

医師偏在対策にかかる取組について、その効果の検証や、施策を実施する上での必要な

データ、エビデンス収集、事業実施に向けた必要な体制整備など、より効果的な政策が実現

できるよう調査・分析等を行うもの。 

 

〇診療科偏在対策のための適切な遠隔医療等推進事業 １，０００百万円 

各診療領域の学会が、診療科偏在の是正に向けて、遠隔医療の実証研究やマニュアル作

成を行い、診療領域の特性に応じた対応や医療機関と都道府県との連携を促進することを目

的とする。 

 

 〇総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業 １０７百万円 

総合的な診療能力を有する医師の育成やリカレント教育を推進し、医師の地域・診療科偏

在対策の一環として、幅広い疾患に対応できる総合診療医の養成を強化することを目的とす

る。 

 

 〇医師等働き方調査事業 （長時間労働の傾向にある診療科を中心とした医療機関の勤務環

境改善に係る調査研究及び支援事業） １９４百万円 

医師の働き方改革を推進するため、長時間労働となっている医療機関を中心に、労働時間

短縮にかかる総合的な取組を行う医療機関を選定し、勤務環境の取組を伴走型で支援の上、

成果等を調査分析し、好事例として横展開する。 

 

 〇大学における恒久定員内地域枠設置促進事業 ２０４百万円 

大学が都道府県と連携し、地域枠の恒久定員内での設置や育成を進めるとともに、専門研

修以降の地域定着状況を把握する基盤を整備し、医師偏在対策と定員適正化を両立させるこ

とを目的とする。 
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〇専門医認定支援事業 ２９百万円 

専門医制度を通じた地域・診療科偏在対策を一層推進するため、特別地域連携プログラム

の実施における基幹施設による連携施設確保、専攻医受入れ環境整備や調整等への支援を

行う。 
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（４） 医師・医療従事者の働き方改革の推進 
 

１０，５６２百万円（対前年▲５９百万円） 

令和７年度補正予算額 １，５７９百万円  
 

１ 

地域医療介護総合確保基金を活用した勤務医の労働時間短縮の推進 

（再掲・５ページ） ９，５３３百万円 

※地域医療介護総合確保基金の内数  
 

勤務医の働き方改革を推進するため、地域医療介護総合確保基金により、医

師の労働時間が長時間となる医療機関に対する大学病院等からの医師派遣や、

医師の労働時間短縮に取り組む医療機関に対する勤務環境改善等のための支

援を行う。 
 

ａ．働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた環境の整備 
 

１ 
医療従事者勤務環境改善推進事業 

３０百万円 （１９百万円） 
 

各都道府県に設置されている医療勤務環境改善支援センターが行う管内の

医療機関に対する助言等の機能を向上させ、医療勤務環境改善支援センターの

体制の充実を図るため、研修会の実施や有識者等の派遣を行う。 
 

２ 
医療専門職支援人材確保・定着支援事業 

１０百万円（１０百万円）  
 

医師・看護師等の医療専門職から医師事務作業補助者や看護補助者等の医療

専門職支援人材へのタスク・シフティングの推進を図るため、医療専門職支援

人材の業務内容や魅力の紹介を行うとともに、定着支援に資する研修プログラ

ムの開発や医療機関向けの研修等を行う。 
 

 

   

【令和７年度補正予算  １，３００百万円】 
 

 〇ICT 機器を活用した勤務環境改善の推進に向けたモデル医療機関調査支援事業  

  １，３００百万円 

医師の働き方改革を推進するため、モデル医療機関における勤務環境改善に資する関連機

器等のパッケージ導入を支援するとともに、勤務環境改善の取組状況等を収集・分析して好事

例としてとりまとめ、横展開する。 
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ｂ．医師の健康確保措置の仕組み等、医師の働き方改革の実現 

 

１ 
長時間労働医師への面接指導の実施に係る研修事業 

１０百万円 （１０百万円）  
 

医療機関は時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる長時

間労働医師に対して健康確保のために面接指導を実施することが義務付けら

れているため、長時間労働医師が勤務する医療機関において、面接指導体制を

整備することを目的として研修システムや教材（e ラーニング等）を活用した

研修を実施するとともに、ロールプレイ研修等を実施することでより効果的な

研修事業を行う。 
 

２ 
医療機関勤務環境評価センター運営費 

１３３百万円 （１３３百万円）  
 

医療法に基づき「医療機関勤務環境評価センター」に指定された公益社団法

人日本医師会に対し、安定的な組織運営を図る観点から一定の財政支援を行う。 
 

３ 
集中的技能向上水準の適用に向けた対応事業 

５６百万円 （５６百万円）  
 

審査業務関連システム等の運用及び保守管理を行うとともに、医療機関の申

請書や、医師が作成する技能研修計画の審査業務に係る全般的な事務業務等の

ほか、申請データの整理及び分析を行う。 

 

 

 

  

【令和７年度補正予算  ８５百万円】 
 

 〇G-MIS（特例水準申請）改修経費 ○デ  ８５百万円 

既存の G-MIS システムの改修を行い、より正確かつ円滑に長時間労働の医師が所属する医

療機関に係る情報を収集・分析する。 
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ｃ．組織マネジメント改革の推進等 
 

１ 
病院長等を対象としたマネジメント研修事業 

３０百万円 （３０百万円）  
 

医師の働き方改革の推進に向け、病院長等の意識改革や勤務環境・処遇など

の労務管理に関するマネジメント能力の向上を図るため、病院長等向けの研修

を行う。 
 

２ 
女性医療職に関する取組 

２１３百万円 （２１３百万円）  
 

①  女性医師支援センター事業    １６１百万円 

平成19年１月30日に開設した女性医師バンクにおいて、再就業を希望する

女性医師の就職相談及び就業斡旋等の再就業支援を行う。 

また、育児休業中の女性医師の代替医師確保など男性医師も含む人材確保が

必要なことから、女性医師等再就業講習会を開催するとともに、女性医師等の

就業促進等のための調査を実施する。 
 

② 子育て世代の医療職支援事業  ５２百万円 

出産・育児・介護等における女性医師等をはじめとした医療職のキャリア支

援に取り組む医療機関を普及させるため、中核的な役割を担う拠点医療機関の

構築に向けた支援を行う。 
 

３ 
地域医療介護総合確保基金（再掲・５ページ） 

６４，７３１百万円の内数 
 

女性医療職等の離職防止及び再就業を促進するため、地域医療介護総合確保

基金を活用し、病院内保育所の運営費や施設整備に対する支援を実施する。 

 

 

  

【令和７年度補正予算  １９４百万円】 
 

 〇医師等働き方調査事業 （長時間労働の傾向にある診療科を中心とした医療機関の勤務環境

改善に係る調査研究及び支援事業） （再掲） １９４百万円 

医師の働き方改革を推進するため、長時間労働となっている医療機関を中心に、労働時間

短縮にかかる総合的な取組を行う医療機関を選定し、勤務環境の取組を伴走型で支援の上、

成果等を調査分析し、好事例として横展開する。 
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（５） 特定行為研修及び看護師確保の推進 
１，０７６百万円（対前年▲５８百万円） 

令和７年度補正予算額 ４５３百万円  

 

１ 
特定行為に係る看護師の研修修了者加速的養成 ○新 一部 

５８２百万円 （５１２百万円） 
 

少子高齢化の進展に伴い、高まる在宅医療等の医療需要へ対応するため、特

定行為研修の指定研修機関の確保及び質の充実を図るとともに、受講環境の整

備及び受講機会を提供することにより、特定行為研修修了者を加速的に養成す

る。 

 

【特定行為に係る看護師の研修修了者加速的養成事業の主な予算の内訳】 

・看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業  119百万円 

・看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業 414百万円 

・看護師の特定行為に係る研修機関拡充支援事業 30百万円 

・看護師の特定行為研修修了者の加速的養成のための共通科目受講促進事業 19百万円 

 

２ 
多様なニーズに合わせた看護師の養成等による看護師確保の推進 ○新 一部 

３４６百万円 （２５９百万円） 
 

今後の持続的な看護人材の確保のため、看護師等養成所における学生の多様

なニーズに合った学習環境を整備する必要があることから、複数養成所におい

て、一部施設のサテライト化等により遠隔授業を推進するため、ICT 機器の導

入、養成所間での講義内容の調整等の養成体制の再構築に必要な経費に対する

支援を行うなど看護師確保を推進する。 

 

【多様なニーズに合わせた看護師の養成等による看護師確保の推進の主な予算の内訳】 

・中央ナースセンター事業 259百万円 

・人口減少社会の看護師等養成所における遠隔授業推進支援事業 87百万円 
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（令和７年度補正予算  ４５３百万円） 
 

 〇看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション推進実証事業 １５７百万円 

看護ＤＸを促進するため、医療機関等におけるＩＣＴ機器を活用した効率的・効果的な看護業務

の検証等の実施に必要な経費に対する支援を行う。 

 

 〇看護管理者の能力向上支援事業 ４１百万円 

看護管理者等向けのポータルサイトの設置運営及び管理や、アドバイザーへ相談し助言を

受けられる場、成果物を周知できる場等のコンテンツ作成等に必要な経費に対する支援を行

う。また、病院が多様な働き方の導入するための支援を行い、その結果をまとめた事例集を作

成、周知する。 

 

〇中央ナースセンター事業（多様で柔軟な働き方に対応したマッチングの推進経費・NCCS 改修

による無料職業紹介事業の充実経費部分） １１８百万円 

今後増大する看護ニーズに対応していくため、多様で柔軟な働き方に対応したマッチングの

推進、NCCS（ナースセンター・コンピュータ・システム）改修による求職者の利便性向上など無

料職業紹介事業の更なる充実に必要な経費に対する支援を行う。 

 

 〇離島・へき地における看護師の特定行為研修推進モデル事業 １１９百万円 

離島・へき地の病院・診療所等で医師のタスク・シフト/シェアを推進し、離島・へき地における

看護師（特定行為研修修了者）を確保するため、特定行為研修準備委員会の設置や特定行為

研修修了者の在籍出向等に必要な経費に対する支援を行う。 

 

 〇看護師等学校養成所報告管理運用事業（改修分）○デ  １８百万円 

保健師助産師看護師法施行令第14 条等に基づく教育実施状況等の報告及び統計法に基づ

く統計調査（看護師等学校養成所における入学状況及び卒業生就業状況調査）をオンラインで

実施するための「看護師等学校養成所報告管理システム」についてシステム改修を講ずる。 
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（６） 国際保健への戦略的取組及び感染症対策の体制強化 
１０，５３９百万円（対前年▲５９４百万円） 

令和７年度補正予算額 ５，３３２百万円  

ａ．医療の国際展開の推進 

 

１ 
医療の国際展開の推進 

４７９百万円（６６８百万円） 
 

医療技術や医薬品、医療機器に関連する人材育成、日本の経験・知見を活か

した相手国の医療・保健分野の政策形成支援を行うため、我が国の医療政策等

に関する有識者や医師等医療従事者の諸外国への派遣、諸外国からの研修生の

受入れ等を実施する。 

 
【医療の国際展開の推進関係の予算の内訳】 

・医療技術等国際展開推進事業 340百万円 

・医療国際展開推進等事業 66百万円 

・国際展開の調達枠組を活用した医薬品・医療機器産業等の海外展開促進・調査事業 

73百万円 
 

２ 
外国人患者の受入環境の整備  

３１８百万円 （３４１百万円） 

 

外国人患者が安心して日本の医療機関を受診できるよう、国内の医療機関に

おける外国人患者受入のための環境整備は喫緊の課題であり、地域の外国人患

者受入の拠点となる、都道府県が選定する「外国人患者を受け入れる拠点的な

医療機関」における多言語対応等の体制整備を通じて、外国人患者の受入れ環

境の更なる充実を目指す。 

 

【外国人患者の受入環境の整備関係の予算の内訳】 

・外国人患者受入に資する医療機関認証制度等推進事業 143百万円 

・外国人患者に対する医療提供体制整備等推進事業 70百万円 

・医療費の不払い等の経歴がある外国人に係る情報の収集等管理事業 55百万円 

・外国人患者受入れに係る地域医療提供体制整備推進事業 50百万円 
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【令和７年度補正予算  １５４百万円】 

 〇日本型医療インバウンド確立・推進のための調査・実証事業 １１５百万円 

医療インバウンド確立・推進のため、外国人の医療需要（ニーズ）や国内の医療機関におけ

る詳細な外国人患者の受入れ状況、体制等に関する調査・把握、マーケティング戦略の検

討、継続的な患者誘客等のための国内外の医療機関・民間企業等との連携体制の構築・強

化、世界に向けた効果的なプロモーションの実施等に関する調査・実証を行う。 

 

 〇医療費の不払い等の経歴がある外国人に係る情報の収集等管理事業○デ  ３９百万円 

一定額以上の不払い経歴のある外国人情報を出入国在留管理庁へ共有する仕組みの対

象を在留外国人にも拡大し、在留審査に活用する仕組みを構築するために必要な運用変

更、更なるセキュリティ対策のためのシステム改修等を行う。 
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ｂ．次なる感染症危機に備えた体制強化 
 

 

1 
個人防護具の備蓄等事業 

９，５００百万円 （９，０００百万円） 
 

次の感染拡大時等に世界的需要が高まる中でも個人防護具が確実に確保さ

れるよう、備蓄水準に基づき、国、都道府県、協定締結医療機関における平時

からの計画的な備蓄を着実に推進していく必要がある。あわせて、使用推奨期

限が到来する前の物資について、順次売却等を行うことにより、備蓄量の平準

化を図っていく。 

 

２ 

新興感染症対応力強化事業 

医療施設等施設整備費補助金２，４１０百万円の内数（４０５百万円） 

医療施設等設備整備費補助金２，３８５百万円の内数（４８２百万円） 

医療施設運営費等補助金１２４百万円（１２４百万円） 
 

新興感染症の発生に備えて、都道府県が策定する予防計画・医療計画により

設定した協定締結の目標に基づき準備を行い、発生後速やかに対応できるよう、

協定締結医療機関や都道府県に対して、感染症への対応力を強化するため、①

施設・設備整備、②医療従事者等の研修への支援を行う。 

 

【令和７年度補正予算  ５，１７８百万円】 
 

 〇新興感染症対応力強化事業 ４，８５５百万円 

都道府県と協定を締結する医療機関における感染症の対応に適した個室病床、病棟のゾ

ーニング、個人防護具の保管庫等の施設・設備整備に対する支援、都道府県における感染対

策等に関する医療従事者等の研修に対する支援を行う。 

 

〇重症患者診療体制整備事業 ３３百万円 

新型コロナウイルスの感染拡大を契機として、重症患者に対する診療体制の不足が明らか

になった。その原因である人材不足への対応として、ECMO や人工呼吸器等の取扱いを習

得するための研修会を開催し、重症者治療に対応できる人材の育成を行う。 

 

〇医療機関等情報支援システム（G-MIS）（感染症法に基づく協定締結医療機関報告）○デ  

９０百万円 

平時及び感染症発生・まん延時の報告画面の維持管理等の運用を行う。 
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 〇重点感染症に対するワクチン等開発体制整備事業 １００百万円 

重点感染症の流行国等の医療機関等の調査及び国内外のワクチン等開発関係者によるセ

ミナー等を実施することで、平時からのワクチン等開発に係る国内外関係者の関係構築を支

援する。 

 

 〇重点感染症の MCM（感染症危機対応医薬品等）開発支援事業 １００百万円 

重点感染症に対処する体外診断用医薬品について、平時から国内承認に必要な臨床性能

試験等の費用を補助することで MCM の利用可能性を確保するとともに、開発の知見や経験

を蓄積させることにより、有事における迅速な応用開発に繋げる。 
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２ ．小児・周産期医療体制の充実 
２，０５５百万円（対前年＋１，３０４百万円） 

令和７年度補正予算額 ７，７７３百万円  
 

小児・周産期医療体制を確保するため、集約化・重点化の基幹となる小児医療施設

や周産期母子医療センターへの支援を拡充するとともに、地域の実情に応じた小児・

周産期医療機能の集約化と役割分担の推進に向けた事業を行う。 
 

 

１ 

周産期母子医療センター運営事業 

９１１百万円＋医療提供体制推進事業費補助金２４，６９７百万円の内数 

 （医療提供体制推進事業費補助金２６，６５５百万円の内数） 
 

周産期母子医療センターの充実強化を迅速かつ着実に推進するため、総合周

産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターのMFICU(母体・胎児集

中治療室)、NICU(新生児集中治療室)等の診療機能の強化、医師、看護師等の確

保や処遇改善等に対する財政支援を行う。 

 

２ 
地域小児医療体制強化事業 

３８１百万円＋医療提供体制推進事業費補助金２４，６９７百万円の内数 

（医療提供体制推進事業費補助金２６，６５５百万円の内数） 
 

全ての小児医療圏で、小児救急医療を含めて小児の診療が常時できる体制整

備を進めるため、小児初期救急体制や広域搬送を受け入れる小児救命救急セン

ターへの支援を拡充するとともに、過疎地域において不可欠な小児医療施設へ

の支援を行い、医療機能の明確化や連携体制の構築促進を図る。 

 

  【令和７年度補正予算  ７，７７３百万円】 

 
○出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科の支援 （再掲） 

特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のための取組を支援す

る。また、地域の小児医療の拠点となる施設について、急激な患者数の減少等を踏まえた支

援を行う。 

・分娩取扱施設支援事業  ３，５２６百万円 

・地域連携周産期支援事業（分娩取扱施設） ３２８百万円 

・地域連携周産期支援事業（産科施設） ３３４百万円 

・小児医療施設支援事業 ２，９８３百万円 

 

 〇地域連携周産期医療体制モデル事業 ６０２百万円 

地域における産科医療機関の集約化や役割分担を支援し、また地域の無痛分娩への麻酔

科医の関与を支援する。 
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３ ．創薬力等強化に向けた医薬品・医療機器のイノベーションの推進、安

定供給確保 
 

 

日本は、数少ない創薬力・医療機器創出力を有する国の１つであり、世界的に用

いられる新薬をいくつも生み出し、診断用医療機器の開発にも活発に取り組んでい

る。創薬力等の向上に向けた取組を推進していくことは、患者やその家族の願いに

応え、医療の質の維持・更なる向上に寄与することに加え、高付加価値型のイノベ

ーションを創出し経済の成長を図っていく上でも、極めて重要である。 

そのために、研究開発段階から早期にアカデミアやスタートアップのシーズを育

て、実用化段階まで、研究開発の加速や人材の確保を含めた連続的な支援を行う環境・

体制を構築、国際水準の治験・臨床試験実施体制を整備し、小児用医薬品や希少疾病

用医薬品を含め国民に最新の医薬品を迅速に届け、革新的な医療機器を創出するため

の取り組みを推進する。さらに、バイオ医薬品、再生・細胞治療・遺伝子治療といっ

た最新のモダリティへの変化やＡＩ創薬・ゲノム創薬といった創薬手法の拡大に対応

するため、バイオ医薬品の創出に向けた人材育成、有望なモダリティの実用化に向け

た研究開発支援、臨床研究中核病院での先進的な取組等を強化していく。 

また、想定を超える感染症の流行や輸入途絶等に備えるため、抗菌薬等の感染症

対症療法薬・治療薬等の増産又は備蓄の積み増しに係る費用を補助するとともに、

供給確保が必要な医薬品について、原薬等の海外依存度が高い場合における供給リ

スク低減に取り組む製薬企業への支援や、供給リスク等調査を実施することで医薬

品の安定供給体制を確保する。 
 

（１） 有望なシーズの医薬品・医療機器等への実用化の促進 
 

４，４４１百万円（対前年＋５百万円） 

令和７年度補正予算額 ２７，６８２百万円  
 

１ 
創薬基盤強化支援事業 

８７１百万円 （９３０百万円）  
 

政府一丸となりスタートアップを産み育てるために策定した「スタートアッ

プ育成５カ年計画」等に基づき、厚生労働省においては、国民の健康の維持・

向上、世界の医療水準の向上を担う医療系ベンチャーの振興政策を大胆に展開

していく必要がある。我が国の医療系ベンチャーを取り巻くエコシステム構築

とともに、成功事例の創出を加速させるため、開発早期から製薬企業・VC の視

点を取り入れる開発促進支援のほか、海外エコシステムとの接続強化のための

広報活動、支援機関のHub化等、ベンチャー支援施策の強化・拡充を図るとと

もに、令和７年度から３年間の国庫債務負担行為により途切れのない支援を実

施する。 
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２ 次世代バイオ医薬品等創出に向けた人材育成支援事業 

１４５百万円（１３６百万円）  
 

令和４年度に策定したバイオシミラーの普及目標達成にあたり、安定的な供

給を確保することが重要であるため、実生産設備を利用した実践的な研修プロ

グラムを実施するなど国内においてバイオ医薬品の製造技術を持つ人材の更

なる育成を行う。 

 

３ セルフケア・セルフメディケーション調査事業 ○新  

６３百万円 （０百万円）  
 

セルフメディケーション税制等について効果的な周知広報等の方法を調査・

検証し、実施することで、セルフケア・セルフメディケーションの推進を行う。 

 
 

４ 
医療機器基本計画の策定に向けた調査・検証事業 

１３百万円 （１３百万円）  
 

第２期医療機器基本計画の取組の進捗状況等をフォローアップする検討会

の運営を行う。 

 

５ 医療機器・体外診断用医薬品の保険適用に関するガイドブック作成事業 ○新  

３百万円 （０百万円）  
 

企業が保険適用手続きの際に活用できる、診療報酬制度、保険医療材料制度、

保険適用区分別の手続きの流れ、記入要領等をわかりやすくまとめたガイドブ

ックを作成する。 

 

 

６ 
遺伝子治療実用化基盤整備促進事業 

４０百万円 （４０百万円）  
 

大学病院や企業団体等からの有識者が参画する機構により、遺伝子治療の実

用化を推進するため、①疾患・技術（モダリティ等）相談、②製造工程開発、

品質規格開発の支援、③臨床研究計画等に対する技術的支援、④カルタヘナ制

度の手続き等の規制対応支援、⑤再生医療臨床試験マッチング（産学連携）支

援、⑥治験参加患者ネットワーク相談を実施する。 
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７ 
再生医療等指導調査支援事業 ○新  

２１百万円 （０百万円）  
 

再生医療等提供計画の適切な提供のため調査等を行い、調査結果を踏まえ、

行政側の報告徴収、立入検査、指導、処分等を支援することで、再生医療等の

提供基盤を整備することを目的とした事業を実施する。 

 

 

８ 
優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業 ○新  

１１９百万円 （０百万円）  
 

優れた医療機器を創出できるエコシステムの構築に向けて、オープンイノベ

ーションコア拠点を設置し、関連学会や海外のエコシステムとの連携体制等、

医療機器創出の実証基盤や薬事・保険・事業戦略・臨床評価をワンストップで

支援できる環境を整備し、医療機器産業振興拠点の充実・強化を図る。 

 

９ 
クリニカル・イノベーション・ネットワーク(CIN)構想の推進 ○新 一部 

２，９３３百万円（３，０７２百万円）  
 

効率的な臨床開発のための環境整備を進める「クリニカル・イノベーション・

ネットワーク」構想の取組の一環として、全国の疾患登録システムを一覧化し

て公開し、相談窓口や情報の定期的な更新等を行う業務や、医薬品・医療機器

開発にも利活用が可能な疾患登録システムを有する医療機関等と企業との間

の共同研究を支援する取組等を行う。 

 

【クリニカル・イノベーション・ネットワーク(CIN)構想の推進関係の予算の内訳】 

・クリニカル・イノベーション・ネットワーク総合推進事業 79百万円 

・再生医療等実用化基盤整備促進事業                      348百万円 

・医療技術実用化総合促進事業              2,506百万円 

 

10 

放射性医薬品実用化推進研究事業 ○新  

１８８百万円（０百万円） 

※東日本大震災復興特別会計に一部計上 
 

福島国際研究教育機構（F-REI）の中期目標、中期計画に基づき、がん治療へ

の応用をはじめとするアルファ線放出核種等を用いた新たな放射性医薬品の

臨床試験の実施等、RIの医療利用のための研究開発を行う。 
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【令和７年度補正予算  ２７，６８２百万円】 
 

 〇革新的医薬品等実用化支援基金事業 ２４，０８０百万円 

国庫と民間からの出えん金（寄附金）で「革新的医薬品等実用化支援基金」を造成する。当該基金

では、創薬クラスターキャンパス整備事業者の取組や、政令で定める事業を支援し、より活発な創

薬が行われる環境を整備する。 

 

 〇創薬人材クロスアポイントメント推進事業 １９０百万円 

製薬企業において副業・兼業の導入や活用が促進されるよう、導入円滑化に向けた調査等を行

う。マッチングを支援するため、副業等を導入している複数企業による講演・パネルディスカッション

や、アカデミアやスタートアップ等によるブース出展を行う、マッチングイベント「 Bio ｰ Talent 

Exchange Summit 」を開催する。 また、創薬に関し中長期的に必要な人材スキルを明らかにする

調査事業を実施する。 

 

 〇医療機器基本計画の策定に向けた調査・検証事業 ２８百万円 

医療機器基本計画に関する調査研究事業（R６年度補正）において検討された中間とりまとめにお

いて実施を検討すべきとされる施策や KPI について有識者を交えた議論を行うことにより、より効

果的かつ実行性が高い第３期基本計画の策定を行う。 

 

 〇再生医療等提供状況管理委託事業（システム経費）○デ  １４８百万円 

再生医療等提供計画等、再生医療等安全性確保法に基づく諸手続に係る台帳管理等を行うため

のシステムを運営する。 

 

 〇優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業 ７６４百万円 

医療機器産業の振興等に必要な人材の育成・リスキリング及びスタートアップ企業の振興ができ

る拠点に加え、戦略推進領域に関するオープンイノベーションコア拠点を新設し、優れた医療機器

を創出できるエコシステムの充実・強化を図る。 

 

 〇再生医療等実用化基盤整備促進事業 ３０４百万円 

関係学会を中心とした連合体による再生医療の実用化を推進及び再生医療の知識・経験を有する

再生医療臨床試験実施拠点機関をハブとした研究基盤の体制整備やアカデミアにおけるベクター

製造体制整備の支援等を実施する。 
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（２） 国際水準の治験・臨床試験の実施環境の整備 
 

３，０６０百万円（対前年▲９１百万円） 

令和７年度補正予算額 ４，１４０百万円  

 

１ 
医療技術実用化総合促進事業 

２，５１７百万円 （２，６５６百万円）  
 

医療法に位置づけられている臨床研究中核病院において、その臨床研究基盤

及びネットワーク機能を活用した臨床研究中核病院間の連携、各臨床研究中核

病院の特色を生かした機能強化を推進するとともに、臨床研究･治験実施に係

るノウハウを臨床研究中核病院外に共有・展開することで、日本全体の臨床研

究基盤を強化し、日本発の革新的医療シーズ等をいち早く実用化に繋げ国民へ

還元する取組みを推進する。 

 

２ 臨床研究推進事業 ○新  

４２５百万円 （０百万円）  
 

健康・医療戦略等において、国際水準の治験・臨床試験実施体制の整備や情

報発信の必要性が指摘されている。そのため、臨床研究を実施する研究者を含

む研究従事者等に対する養成研修を行い、質の高い臨床研究を実施できる人材

育成及びCRBの質向上のための取組を強化する。あわせて、臨床研究に関する

国民や患者の理解を深めるための施策を行うことで、臨床研究への参加促進を

図る。 

さらに、臨床研究法に関する相談窓口の設置、法の趣旨や規定にそった運用

が適切に行われているかの調査を行うことで、臨床研究の推進を図るとともに、

適正性及び信頼性を確保する。 

【令和７年度補正予算額  ４，１４０百万円】 

 
 〇新規モダリティ対応ヒト初回投与試験体制整備等事業 １，２２１百万円 

国際的に競争力のある FIH 試験実施体制の国内整備を進めることで、海外発シーズも含む

革新的新薬候補の国内での研究開発を促進する。 

 

 〇国際共同治験ワンストップ相談窓口事業 ２８７百万円 

ワンストップ相談窓口において、海外のベンチャー等から、国内での治験・臨床試験の実施

について相談を受け、国内での治験実施を調整するとともに、国内での治験の実施を誘致す

る。 

 

 〇医療技術実用化総合促進事業 ２，１６７百万円 

能力ある臨床研究中核病院に対して生成 AI の利活用パイロット事業を始めとする治験・臨床

研究 DX の推進、国際 ARO 機能の強化、革新的医薬品等開発に取り組むベンチャーの臨床試

験実施への取組を強化する。  

　　　　Ⅱ-理36



- 35 - 

 

 

 〇臨床研究データベースシステム大規模改修事業○デ  ４６４百万円 

治験・臨床試験を管理している「臨床研究データベースシステム」について、患者団体からの

要望等を踏まえ、我が国の治験・臨床試験の推進に資するユーザーフレンドリーなシステムと

すべく、改修を行う。 
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（３） ドラッグラグ・ドラッグロスの解消 
 

３６百万円（対前年＋６百万円） 

令和７年度補正予算額 ２８１百万円  
 

 

１ 
小児医薬品開発支援体制強化事業 

３６百万円（３０百万円） 
 

国立成育医療研究センターにおけるアカデミア等への小児用医薬品の開発

支援内容の充実（実施可能性・コンセプト・計画等に関する助言等）や、産官

学患からなる小児医薬品開発推進コンソーシアムの事務局機能の強化など、小

児医薬品等の開発環境を整備する。 

 

【令和７年度補正予算額  ２８１百万円】 
 

 〇小児医薬品開発ネットワーク支援事業 ２５百万円 

開発を支援すべき小児用医薬品のリストの作成・更新や、企業に対する開発支援を行うと共

に、ネットワークの活用により小児治験の被験者組み入れを加速することで、小児用医薬品の

開発を促進する。 

 

 〇特定医療技術等の導入に向けた未承認薬等アクセス確保事業 ４９百万円 

超希少疾患の中でも薬事承認取得が特に困難な疾患を対象に、保険外併用療養費制度を利

用した臨床試験等を支援することで、海外承認で国内未承認の医薬品・再生医療等製品又は未

承認の遺伝子治療等へのアクセスを確保するとともに、当該技術等の有効性・安全性に関する

知見の収集を進め、個別の技術等の状況に応じて、最適な社会実装方策へつなげる。 

 

〇未承認薬等迅速解消促進調査事業 ５７百万円 

欧米で承認されているが日本では承認されていない未承認薬について、医療上の必要性の

評価に必要な情報の整理を行い、未承認薬・適応外薬検討会議における評価・開発要請等の加

速化を図ることで、ドラッグ・ロスの解消を図る。 

 

〇先進医療B 申請支援事業 １５０百万円 

研究者に対する先進医療に係る研修資材作成や申請書類作成に係る支援等、先進医療の申

請や実施する際の支援を実施する。 
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（４） 研究開発によるイノベーションの推進 
 

１，７０６百万円（対前年▲３７百万円） 

令和７年度補正予算額 ４，６３７百万円  
 

１ 
がん・難病の全ゲノム解析等の推進事業 

１，３００百万円（１，３０４百万円） 
 

令和 7 年度中に発足させるがん・難病の全ゲノム解析等の事業実施組織を、

令和８年度から本格的に運営していくための人員や全ゲノムデータ・マルチオ

ミックスデータ・臨床情報等を搭載した質の高い情報基盤のシステム運用等の

体制整備を推進する。 

 

【令和７年度補正予算  ４，６３７百万円】 
 

 〇がん・難病の全ゲノム解析等の推進事業 ４，５９０百万円 

現在構築を進めている創薬等に資する全ゲノムデータ等の情報基盤の利活用体制を整え、

第三者提供を行うために、構築過程で発生した修正事項等を踏まえた改修・更新を早急に行

い、AMED 研究で得られた既存データの迅速な移行と収集したデータの再解析や質を確保す

る。 

 

 〇医療AI 実用化基盤整備促進事業 ４７百万円 

医療 AI の研究開発を促進するため、大学病院や企業団体の有識者で構成される医療 AI の

研究開発を支援するプラットフォームを組織し、研究者や企業の支援に必要な情報等の調査

を行い、医療AI の効率的な研究開発に向けた基盤構築を目指す。 
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（５） 医薬品等の安定供給の推進 
 

１，４９８百万円（対前年＋１，１４１百万円） 

令和７年度補正予算額 １０３，５８６百万円  
 

 

１ 医薬品安定供給支援事業 ○新  

３０百万円 （０百万円） 
 

海外依存度の高い医療上必要不可欠な医薬品の原薬等について、国内での安

定供給を確保するため、供給リスクの低減に取り組む製薬企業等を支援する。 

 

２ 抗菌薬等医薬品備蓄体制整備事業 ○新  

９３８百万円 （０百万円） 
 

抗菌薬等の感染症対症療法薬･治療薬や供給確保医薬品を対象に、想定を超

える感染症の流行や原薬の輸入途絶等に備えて、一定以上の備蓄の積み増しを

行う製薬企業に対し、積み増しに伴う、増産及び備蓄に係る追加費用を補助し、

促すことで、当該医薬品の安定供給に向けた体制整備を行う。 

 

３ 医薬品供給リスク等調査及び分析事業 ○新  

６８百万円 （０百万円） 
 

国際情勢・社会経済構造の変化等に伴い、重要な物資を取り巻く状況が変化

することを踏まえ、供給リスク等の調査を行い、供給確保医薬品のサプライチ

ェーンの現状と供給途絶等のリスクを把握・点検する。 

 

 

４ 医薬品安定供給・流通確認システムの運用・保守 ○新○デ  

１９１百万円 （０百万円） 
 

医薬品の供給状況の報告に係る国・製薬企業の作業負担を軽減しつつ、経時

分析などの複雑な解析を可能とし、出荷状況の変更等を迅速に医療機関、薬局

等に通知することのできる機能を有する「医薬品安定供給・流通確認システム」

について、令和８年度にシステムが稼働した後の運用・保守を実施する。 
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５ 
医薬品安定供給・流通確認システムの機能追加に係る設計・開発 ○新   

１８７百万円  （０百万円） 
 

平時より市場全体の医薬品の供給状況や地域ごとの医薬品（成分）の供給不

足の兆候を把握する仕組みの実用化に向け、川下の医療現場の需給状況につい

て、引き続き電子処方箋管理サービスにおける薬局の調剤データ等を活用し、

リアルタイムでの需給モニタリングの実現性と費用対効果を踏まえた最適な

方法についても検証する。 

 

【令和７年度補正予算  １０３，５８６百万円】 

 
〇後発医薬品製造基盤整備基金事業 ８４，４３０百万円 

後発医薬品産業全体の構造的問題を解決するため品目統合などに向けて計画的に生産性

向上に取り組む企業に対し、設備投資や事業再編等への支援を行う。 

 
〇医薬品卸業者に対する継続的な安定供給支援事業  ６，２９０百万円 

医薬品の供給不足や災害時における安定供給の確保に向けた取り組み、及び流通改善・

効率化への取り組みを行っている卸を認定し、当該取り組みに集中するための環境整備とし

て、認定卸に対して必要な経費を支援する。 

 

〇人工呼吸器の国内生産体制強化事業 ２，５３０百万円 

海外依存度の高い人工呼吸器については、新型コロナウイルス感染症時に需要逼迫が発

生したこと等から、国内生産体制強化を通じて有事の安定供給体制を構築することが重要で

ある。このため、人工呼吸器の国内生産体制を強化しようとする企業に対して、建物建設費

及び内製化に係る費用等について補助するものである。 

 
 〇医薬品安定供給支援事業 ４０百万円 

海外依存度の高い医療上必要不可欠な医薬品の原薬等について、国内での安定供給を確

保するため、供給リスクの低減に取り組む製薬企業等を支援する。 

 

 〇抗菌薬等医薬品備蓄体制整備事業 １，５６５百万円 

抗菌薬等の感染症対症療法薬･治療薬や供給確保医薬品を対象に、想定を超える感染症

の流行や原薬の輸入途絶等に備えて、一定以上の備蓄の積み増しを行う製薬企業に対し、

積み増しに伴う、増産及び備蓄に係る追加費用を補助し、促すことで、当該医薬品の安定供

給に向けた体制整備を行う。 

 

 〇医療機器等のサプライチェーンリスク評価及び安定供給確保事業 ９０百万円 

医療機器の安定供給を維持するため、安定供給に課題のある個別事例の情報収集及び分

析、代替品の増産等課題解決策を検討する。また、経済安全保障上の観点から、安定供給に

課題のある事例についてサプライチェーンのリスク評価、米国関税の影響調査等を行う。 
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 〇医薬品供給リスク等調査及び分析事業 ３４０百万円 

国際情勢・社会経済構造の変化等に伴い、重要な物資を取り巻く状況が変化することを踏ま

え、供給リスク等の調査を行い、供給確保医薬品のサプライチェーンの現状と供給途絶等の

リスクを把握・点検する。 

 

〇医薬品安定供給・流通確認システムの機能追加に係る設計・開発 ○デ  ３２０百万円 

平時より市場全体の医薬品の供給状況や医薬品（成分）の供給不足の兆候を把握する仕組

みの実用化に向け、川上の製造販売業者の供給状況に係るデータを集計し、モニタリングに

必要なシステム改修を行う。 

 

〇バイオ後続品の国内製造施設整備のための支援事業 ７，８８７百万円 

製薬企業がバイオ後続品の国内製造に取り組む際に必要となる、国内製造工場等の設備

整備費用に対し、支援を行う。  

 

〇薬機法等改正に伴う PMDA システム改修 １１百万円 

薬事行政事務を行うための「医薬品医療機器申請・審査システム」（Pegasus システム）につ

いて、許可申請時等における供給体制管理責任者の氏名等の届出を可能とするため、同シ

ステムの改修を行う。 

 

〇薬価調査システム要件定義・調達支援等事業 ○デ  ８２百万円 

薬価調査について、オンライン回答機能、データチェック機能等を有するシステムを構築す

るにあたり、システムの要件定義等の仕様及び調達に係る各種支援業務を実施する。 
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４ ．医療DX の推進 
１，５３４百万円（対前年▲１，０４０百万円） 

令和７年度補正予算額 ３０，１８０百万円  

 
 

令和４年６月に、「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和４年６月７日閣議決

定）において、「全国医療情報プラットフォームの創設」、「電子カルテ情報の標準化

等」及び「診療報酬改定DX」の取組を行政と関係業界が一丸となって進めることとさ

れ、総理を本部長とし関係閣僚により構成される「医療 DX 推進本部」が設置され、

政府を挙げて施策を推進している。引き続き、令和５年６月に策定された「医療DXの

推進に関する工程表」に基づき、全国医療情報プラットフォームの構築等、医療ＤＸ

の更なる推進に取り組む必要がある。 

また、国民が電子カルテ情報共有サービスのメリットを早期に享受し、医療機関に

とっても効率的な形で電子カルテの導入が進むよう、標準型電子カルテの普及・展開

や医療情報化支援基金を活用した医療機関への補助を通じて、電子カルテ導入の取組

と並行して電子カルテ情報共有サービスの普及を進める。 

この他、病院の情報システムについては、更新や維持管理に要する費用の上昇抑制

やサイバーセキュリティの向上、生成 AI など最新技術を活用しやすくするため、現

在のオンプレミス型のシステムを刷新し、電子カルテ/部門システムを一体的に、モ

ダン技術を活用したクラウド型システムに移行を目指す。 

さらに、社会保険診療報酬支払基金を、審査支払機能に加え、こうした医療ＤＸに

関するシステムの開発・運用主体の母体とし、抜本的に改組する。 

 
 

 

１ 
保健医療情報利活用推進関連事業 

４８８百万円 （５３１百万円）  
 

「全国医療情報プラットフォーム」の創設、電子カルテ情報の標準化等、医

療機関等におけるサイバーセキュリティ対策等の医療ＤＸの推進に向けた取

組を遅滞なく着実に進めていく上で必要な調査等を実施し、具体的な政策を推

進する。 

 

２ 
高度医療情報普及推進事業 

８３百万円 （８３百万円） 
 

医療機関間等の連携や情報共有が図られるよう、電子カルテ等医療情報シス

テム等で使用する医療用語等の標準マスターの整備、普及推進を行う。 

医療機関等が、随時標準マスターを利用できるようマスター更新や標準マス

ターを実装していない医療機関からの相談に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備を図り、電子カルテ情報の標準化を推進する。 
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３ 
保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）普及・啓発等事業  

４３百万円 （４３百万円）  
 

ネットワークを活用し医療情報等を医療機関間等で共有する取組が進展す

る中、医師のなりすましや診療データの改ざんといったリスクへの対応が必要

となっており、保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）の普及・啓発のため、

医療関係者向け説明会の開催やHPKI認証局の運営に必要な経費を支援する。 

 

 

４ 
医療分野におけるサイバーセキュリティ対策調査事業  

１０３百万円 （１０３百万円）  
 

国内の医療機関を標的としたランサムウェアを利用したサイバー攻撃は

年々高度化、巧妙化しており、その結果、診療を長時間休止せざるを得ない深

刻な事態も起こっている。そのため、医療機関向けセキュリティ研修の実施、

及びサイバーセキュリティインシデントが発生した医療機関の原因究明や対

応の指示などの初動支援体制の強化等を図る。 

 

 

５ 医療機関等情報支援システム（G-MIS）保守運用等経費 ○デ  

７７０百万円 （５０１百万円） 
 

新型コロナウイルス感染症対策として構築・運用されてきたG-MISについて、

今後は新興感染症対策のみならず、地域における効率的で質の高い医療提供体

制構築の支援に資するシステムとして、各種調査等を実施するとともに、長期

的に運用していくため、必要な保守等を行う。 

 

 

６ 
医療等分野の電子署名基盤整備事業 ○新○デ  

３４百万円 （０百万円） 
 

保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）が利用している現行の暗号アルゴリ

ズムは、暗号技術検討会及び関連委員会（CRYPTREC）が公表しているセキュリ

ティ強度要件の基本設定方針において 2030 年までに移行することが求められ

ている。本事業において、想定される HPKI の暗号移行に対応するための認証

局システムの構築を行う。 
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【令和７年度補正予算  ３０，１８０百万円】 

 
 〇全国医療情報プラットフォーム開発事業 ７，４１０百万円 

全国の医療機関・薬局をつなぐオンライン資格確認等システムのネットワークを活用し、電子

カルテ情報等を電子カルテ情報共有サービス等に登録することで、医療機関や薬局との間で

電子カルテ情報等を共有・交換する仕組みを整備し、保健・医療・介護の情報を共有可能な「全

国医療情報プラットフォーム」を構築する。また、意識不明等で患者の意思確認ができない状

態でも医療情報閲覧を可能とする仕組み（救急時医療情報閲覧機能）の更なる機能強化等を行

う。 

 

 〇医療機関におけるサイバーセキュリティ確保事業 ○デ 一部 １，４７５百万円 

サイバー攻撃の経路となる外部接続点が多数存在する医療機関に対して、セキュリティを強

化する目的として、その適正化・維持管理体制づくりについて外部の専門家による調査・計画

策定等の支援および適正化実施への補助を行う。 

 

 〇医療提供体制構築を支援する医療機関等情報支援システム（G-MIS）○新 一部 ○デ   

 ３，５７６百万円 

今後、新興感染症対策のみならず、地域における効率的で質の高い医療提供体制構築の支

援に資するシステムとして運用していくため、今後実施する各種報告・調査の実装等、令和７年

度中に必要な改修等の実施及び必要な機能追加を柔軟かつ効率的に実施できるよう次期シ

ステムの構築に向けて調達支援を導入する。 

 

【医療機関等情報支援システム（G-MIS）保守運用等経費事業関係の予算の内訳】○新 一部
○デ  

・医療機関等情報支援システム（G-MIS）に係る改修等経費 1,929 百万円 

・次期システム構築に向けての調達支援等経費 95 百万円 

・医療機能情報提供制度に係る改修等経費 289 百万円 

・かかりつけ医機能報告制度に係る改修等経費 312 百万円 

・新EMIS と G-MIS 連携に係る改修等経費 49 百万円 

・感染症法に基づく協定締結医療機関報告に係る改修等経費 90 百万円 

・医療法に基づく医療機関機能報告に係る改修等経費 728 百万円 

・特例水準申請に係る改修等経費 85 百万円 

 

 〇医療DX の効果的な周知広報戦略に係る普及促進事業  ２５百万円 

医療DX の各施策横断的な一体的広報を実施し、国民及び医療従事者等の認知度向上と利

用促進を図る。他省庁とも連携しつつ統一的な医療DX の広報戦略を策定する。 

 

 〇診断書等の電子的提出のシステム化構想策定支援事業  ６０百万円 

対象となり得る手続について、提出が必要となる診断書等を医療機関から電子的に発行する

ための課題等を整理するための調査研究を実施する。 

 

 〇電子カルテ情報共有サービスのモデル事業および効果検証事業  ８９７百万円 

電子カルテ情報共有サービス導入による有用性や機能の効果検証および導入・運用におけ

る課題収集を行い、全国的な普及に向けた方策を検討する。 
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 〇電子カルテ情報共有サービスに関する国民・医療従事者等への周知広報事業  

２００百万円 

電子カルテ情報共有サービスの普及にあたっては、国民及び医療従事者等の理解と主体的

な参加が不可欠であるため、医療DX 全体との一体感を持った広報活動を通じて、サービスに

対する認知及び理解の促進を図る必要がある。そのため効果的な広報戦略を策定・推進する

ことにより、国民が安心してサービスを利用できる環境の整備を目指す。 

 

 〇医療法等の一部改正に伴う医療DX 拠点集約・環境整備事業  １，７５６百万円 

社会保険診療報酬支払基金を医療ＤＸの運用に係る母体とするために、組織体制等の見直し

に必要な環境整備やシステム改修等を行い、新法人への移行準備を行う。 

 

 〇電子カルテ情報等分析関連サービス開発事業 ○デ 一部 ５，７５１百万円 

「電子カルテ情報等分析関連サービス」について、情報連携基盤・二次利用のための電子カ

ルテ情報DB の設計開発及び開発工程管理・成果管理・実行支援を行う。また、情報連携基盤

等の実効的な運用体制構築を行う。 

 

 〇標準型電子カルテα版整備事業 ○デ  ２，２３６百万円 

令和７年度においては、対象となる医療機関に共通して必要となる最小限の基本機能を日常

の診療現場で利用いただき、モデル事業での課題収集やシステム改修を踏まえて令和8 年

度以降での本格版提供を計画する。 

 

 〇歯科電子カルテの標準仕様策定のための調査事業（再掲） ２０５百万円 

 

 〇医療情報システムのクラウド化に伴う検討事業 ○デ 一部 ６，５６８百万円 

病院情報システムの標準仕様について詳細化等を行う。また、標準仕様を踏まえたシステム

へ移行できる環境を整備する。また、医療DX サービス群のクラウド間連携機能を開発し、先

行事業を実施する。 

 

 〇物流DX の推進に資する特定保険医療材料マスタ等構築事業  ２１百万円 

医療機器ついてはどの製品にどの区分の保険が適用されているのか網羅的なマスタデータ

が存在しない状況となっている。そのため、医療機器のうち特定保険医療材料について、製品

DB と連携可能な特材マスタを作成し、ホームページ上に公開しリアルタイムでアップデートを

行う。 
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５ ．各種施策 
 

１ 

死因究明等の推進 ○デ 一部 

２５２百万円 （２７４百万円） 

うち、デジタル庁計上予算８百万円 
 

死因究明等の推進を図るため、行政解剖や死亡時画像診断等の検査を実施す

るために必要な経費の支援、検案する医師や死亡時画像診断を行う医師等の資

質向上など、必要な施策を講じる。 
 

【死因究明等の推進関係の主な予算の内訳】 

・異状死死因究明支援事業              111百万円 

 

 

２ 

国立ハンセン病療養所における良好な療養環境の整備 ○デ 一部 

３１，０３３百万円 （３０，９５５百万円）  

うち、デジタル庁計上予算２８百万円 
 

国立ハンセン病療養所において、入所者の療養環境の充実を図るため、医療

及び介護に関する体制の整備及び充実に必要な経費を確保する。 

 

３ 
国立病院機構における医療政策等の実施 

１，１５６百万円 （１，１８４百万円）  
 

国立病院機構が行う医療政策等に必要な経費（エイズ対策関係事業、臨床研

究事業、医療廃棄物処理経費等）を確保する。 
 

４ 
経済連携協定に基づく取組み等の円滑な実施 

１７０百万円 （１６７百万円）  
 

経済連携協定（EPA）に基づきインドネシア、フィリピン、ベトナムから入国

する外国人看護師候補者について、その円滑かつ適正な受入れ及び受入れの拡

大のため、看護導入研修を行うとともに、受入施設に対する巡回指導や学習環

境の整備、候補者への日本語や専門知識の習得に向けた支援等を行う。 

【令和７年度補正予算  93 百万円】 
 

 ○異状死死因究明支援事業 93 百万円 

死因究明等の推進を図るため、遺体搬送、死因究明等推進地方協議会の下で開催される研修、大

規模災害等における死体検案に係る資機材・感染防護消耗品の整備を実施するために必要な経費を

支援する。 
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【経済連携協定関係の予算の内訳】 

・外国人看護師・介護福祉士等受入支援事業          65百万円 

・外国人看護師候補者学習支援事業             104百万円 

 

上記以外に医療提供体制推進事業費補助金24,697百万円を活用 

○事業メニュー 

外国人看護師候補者就労研修支援事業 
 

５ 

第３期復興・創生期間における地域医療の再生支援 

６，０５９百万円 （３，４９４百万円）  

  ※東日本大震災復興特別会計に計上  
 

福島県の避難指示解除区域等における地域医療提供体制の確保のため、第３

期復興・創生期間においても引き続き必要な支援を行う。 

 

【令和７年度補正予算  ８，１９６百万円】 
 

 〇国立ハンセン病療養所における良好な療養環境の整備  ２，６８６百万円 

入所者の高齢化が進み、認知症の症状のある入所者も増加している国立ハンセン病療養所

において、入所者の安心・安全な療養環境の確保のため、大規模災害に備えた施設整備や防

犯対策及び保安整備等を実施する。 

 

 〇国立病院機構の防災・減災対策 ７８１百万円 

独立行政法人国立病院機構において医療施設等の防災・減災対策を推進するため、耐震化

整備を講じる。 

 

 〇国民保護事案発生時等における対応に向けた取組 １７０百万円 

国民保護事案発生時等における対応の迅速化を図るため、平時における救護班の隊員管理

や必要な資器材等の整備、国民保護訓練への派遣調整を行うとともに、国民保護事案発生時に

おける救護班の広域的派遣調整を行う事務局を整備する。また、国民保護事案発生時に活動で

きる救護班を養成するため、災害医療の知見を有し、国民保護事案に際した活動に同意する医

師等を対象とした教育・研修等を行う。 

 【国民保護事案発生時等における対応に向けた取組関係の予算の内訳】 

・国民保護事案発生時等に活動する救護班事務局事業 159 百万円 

・国民保護事案発生時の救護班教育・研修事業 11 百万円 

 

 〇適切な診療・施術を受けるための機会の選択等に資する広報・実態調査等事業 １８５百万円 

国民が、安心・安全に適切な医業類似行為及び美容医療等並びにオンライン診療といった診

療・施術を受けるための機会を選択できるよう、関係する制度・事例等を紹介するための広報

実施や、実態の把握（調査及び結果の分析・集計）等を行う。 

 

 〇医療関係職種へのキャリアチェンジ推進モデル事業 １２２百万円 

各医療関係職種養成所において、当該職種に従事していない様々な医療関係職種などに対

し、他の養成課程を受講するための支援等を実施すると共に、医療関係職種におけるキャリ
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アチェンジの実態を把握し、課題を整理することで医療関係職種のキャリアチェンジの支援を

推進する。 

 

 〇医師等国家試験受験手続オンライン化事業○デ  １，３２０百万円 

医師及び歯科医師を含む 22 職種の受験手続のオンライン化を推進し国民の利便性

の向上を図る。 

 

 〇国家資格等情報連携・活用システムを用いた医師等の国家資格に関する申請手続きに係る

キャッシュレス決済環境の整備経費  ６９百万円 

各種申請のオンライン化に伴い、受験手数料や免許登録税をオンラインで決済可能とする。

その際の受験申請手続及び資格申請手続におけるキャッシュレス決済及び住基照会手数料

等にかかる費用を負担する。 

 

 〇免許登録事務支援事業  １５３百万円 

医師等の各種免許の登録にあっては、医療機関等への影響が大きいことから、速やかに免

許登録まで行う必要がある。そのため、免許申請の審査等を行う期間の体制を強化する必要

があることから、新規免許登録事務の一部を外部委託する。 

併せて、早期に免許証を交付するため、申請者に直接免許証を送付するための体制整備を

行う。 

 

 〇医師等国家資格のオンライン申請に係る免許登録管理システム改修事業○デ  ５５百万円 

国家資格等情報連携・活用システムと医師等免許登録管理システムとの間で資格データを

連携し、より効率的な登録業務ができるシステムへの改修を行う。 

 

 〇医師等免許登録・国家試験関係システム調査研究・調達支援事業○デ  ８４百万円 

医師等免許登録管理システム等において、第二期共通プラットフォーム等からガバメントク

ラウドへ移行することとしているため、移行にあたっての調達支援を行う。 

 

〇試験問題蓄積化及び国家試験業務電算化経費○デ  ５９百万円 

「国家試験問題 Web 公募システム」及び「医師等国家試験問題検索・編集システム」

の改修・更新等を行い、良質で幅広い試験問題の作成を推進する。 

 

 〇医療従事者届出システム運用・保守及び改修経費○デ  ５４５百万円 

医療機関等に勤務しない医療従事者についてもオンラインでの届出を可能とするため、医

療従事者届出システムと国家資格等情報連携・活用システム及びマイナポータルを連携させ

る。付随して、事務負担軽減、届出者の利便性向上等に資する改修を行う。 

 

 〇医療現場における AI 技術等を活用した業務効率化の効果検証等事業 １，５５０百万円 

医療人材の不足や働き方改革の推進が課題になっている現状を踏まえ、独立行政法人国立

病院機構の病院において AI 技術等を活用した業務効率化の効果検証事業をモデル的に行

い、他の医療機関への展開を行う。 

 

 

 〇医療法人経営情報データベース（MCDB）改修事業  ３９５百万円 

独立行政法人福祉医療機構が管理する WAM NET の利便性を向上させ、都道府県側の審査・

承認等の業務を効率化させるための改修等を行う。 
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 〇有事を見据えた経済安定保障の確保のための基幹インフラ制度への医療分野追加にかかる

調査研究事業 ２３百万円 

基幹インフラ制度に追加が検討される医療機関で使用されている電子カルテ・電子機器等の

具体的な製品、提供者のリストアップ及び提供者の状況等について、医療機関・ベンダー等を

対象に調査を行う。 
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２．補助金等の適正な執行について 
（１）令和７年度予算の執行について（交付額の確定関係） 

令和７年度予算については今後、交付額の確定に関する作業を実施していく

こととなる。 

各都道府県におかれては、令和８年４月 10 日（金）までに事業実績報告書が

提出できるよう補助事業者に早期の提出を促す等、準備をお願いする。 

また、医療施設運営費等補助金や医療施設等設備整備費補助金、医療施設等

施設整備費補助金、医療提供体制施設整備交付金（ハード交付金）、医療提供体

制推進事業費補助金（統合補助金）など大部分の補助金は概算払いであるため、

令和８年３月末までに国庫から都道府県の口座へ必要な額を受入る必要がある。 

例年、年度内の「受入れ漏れ」が発生しており、概算払いができない事態が

生じているため、都道府県内部の関係各課への周知の徹底をお願いする。 

ただし、令和８年度へ繰越を行う事業分については、当該年度の国庫財源と

して活用することから、受入れをしないように御留意いただきたい。繰越手続

については、各都道府県に事務委任されているところであり、各財務局への協

議について遺漏なきようお願いする。 

なお、決算関係作業に伴い、不用・繰越が発生している場合には、その理由

等に関して調査を行うので、御協力をお願いする。 

 

（２）令和８年度予算の執行について 

    各補助事業において、要望額が予算額を超過した場合は、令和７年度と同様

に限られた財源の中で執行することとなり、調整の結果、要望に添えない場合

もあるので予め御了知願いたい。 

一部の都道府県において書類の提出が遅延すると、結果として全体の作業ス

ケジュールが遅れることになるので、各都道府県におかれては作業の進捗状況

を適切に管理し、事業計画書、交付申請書等の提出期限を厳守いただき早期執

行に協力をお願いする。なお、令和５年１２月２８日に交付決定等の早期化に

関して連絡しているところ、現時点での執行スケジュールは以下のとおり。各

都道府県において円滑に手続きが実施できるように準備願いたい。 

・医療施設運営費等補助金 

 申請受付  ７～９月頃 

・医療施設等設備整備費補助金 

 募  集  ２～４月中旬頃  申請受付 ６～７月頃 

・医療施設等施設整備費補助金 

 募  集  ２～４月中旬頃  申請受付 ６～７月頃 

・医療提供体制施設整備交付金（ハード交付金） 

 募  集  ２～４月中旬頃  申請受付 ６～７月頃 

・医療提供体制推進事業費補助金（統合補助金） 

  募  集  ２～４月中旬頃  申請受付 ６～７月頃 
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（３）事業計画等の精査にあたって 

   補助事業の執行にあたって、事業計画を提出いただく際には、要望額を十分に

精査し、事業費の過大な見積もり等により補助事業の効率的な執行が妨げられる

ことのないよう、真に必要な事業に特化して要望するようお願いする。 

（参考） 

・医療施設運営費等補助金（都道府県事業分） 

令和７年度 予算額約 49 億円、要望額約 62 億円 

令和８年度 予算案額約 68 億円 

・医療提供体制推進事業費補助金（統合補助金） 

令和７年度 予算額約 267 億円、要望額約 410 億円 

令和８年度 予算案額約 283 億円 

また、昨年度に引き続き今年度においても、内示額を下回る交付申請をした

事例があったため、事業計画と交付申請の内容が著しく異なることがないよう

に精査願いたい。内示額を下回る交付申請を行った都道府県においては、次年

度以降、補助金交付の際に考慮した上で配分する可能性があるので御留意願い

たい。 

 

（４）財産処分について 

財産処分については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 22

条により、各省各庁の長の承認を受けずに行ってはならないことと規定され、

平成 20 年４月 17 日医政発第 0417001 号厚生労働省医政局長通知「厚生労働省

所管一般会計補助金等に係る財産処分について」（最終改正：令和５年８月 30

日医政発 0830 第６号）により処理しているところであるが、近年、承認申請が

事後に行われる案件が増加しているため、例えば交付決定通知と同時に財産処

分手続きに係る通知の送付や、医療施設からの転用を行う手続きの窓口となる

政令市や保健所等に転用の申請があった際は情報提供いただく等、事前申請の

徹底が図られるようお願いする。 

財産処分については、慎重な審査を行うためにも処分予定期日までに余裕の

ある申請（原則、処分予定日の２カ月前まで）をお願いする。ただし、早急に承

認が必要な案件については、個別に御相談いただきたい。 

 

（５）会計検査院による指摘等について 

 補助事業の執行に当たっては、大部分の補助事業者・間接補助事業者等は、関

係法令、実施要綱、交付要綱、交付決定の際に付された条件等に従って執行して

いただいているものと考えているが、会計検査院等から不適切な補助金の執行な

どについて指摘を受けている例がある。また、会計検査院による指摘以外にも補

助金の執行について問題のある事例が発生しており、一部取り消しや減額、加算

金を付しての返還命令等の処分が実施されているところである。 
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これまでも、会計検査院等から指摘があった場合はその都度、不適切な事例や補

助金の適正な執行について周知を図ってきたところであるが、改めて、会計検査院

や総務省から過去に指摘のあった主な事例や留意事項について以下に挙げたの

で、各都道府県においては、これらの点に留意し、補助金の審査体制を整えるとと

もに、必要に応じ過去の補助金の総点検や補助事業者等に対する現地調査を行う

など、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第３条第２項に定める趣

旨を踏まえて補助事業等の適正な執行に努め、またこれらの補助金の適正な執行

については、補助事業者・間接補助事業者等に対し、必ず周知されるようお願いす

る。 

  厚生労働省としても、今後も補助事業等の執行状況について、必要に応じて現

地調査等を実施する予定なので、御了知願いたい。 

 

ア．都道府県等における留意事項 

（ア）交付申請時における十分な審査 

（適正な対象経費の計上、適正な費用算定方法、事業の利用見込又は過去の

実績等を踏まえた実効性 等） 

 

（イ）実績報告時における審査 

（事業実施状況の確認、交付申請時に審査した事項の再確認、契約書等証拠

書類との整合性 等） 

 

（ウ）定期的な監査等による点検 

（補助事業者における書類等の整備、事業目的にあった効率的な活用状況 

等） 

 

（エ）補助事業者等に対する指導 

（補助事業者等として遵守すべき事項の周知 等） 

 

イ．過去に会計検査院や総務省から指摘のあった主な事例 

（ア）救急医療情報センター運営事業（医療提供体制推進事業費補助金） 

a．情報システムや専用端末の利用が低調であり、センターの目的である救

急医療・災害医療に係る総合的な情報収集及び提供機能が十分果たされて

いないことから、利用率向上の取り組みが必要と指摘された。 

b．兼務者の人件費を按分せずに全額補助対象経費として計上したため、一

部が補助対象外となった。 

 

（イ）救命救急センター運営事業（同） 

a．ドクターカーの運転手の確保に係る経費の算定が不適切であり、交付決

定の変更（減額）が必要になった。 
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b．補助対象経費の算出が過大（減価償却費の計上に当たり国庫補助を受け

た財産に係る分を計上、給与費から控除すべき手当を控除しない等）であ

り、交付決定の変更（減額）が必要になった。 

c．選定額の算出方法に誤り（基準額と差引事業費の多い方を選定）があり、

交付決定の変更（減額）が必要になった。 

d．補助対象経費の積算が過大（借入利息を計上等）であり、交付決定の変

更（減額）が必要になった。 

e．収入額に手術料、麻酔料等の診療収入を計上していないため、交付決定

の変更（減額）が必要になった。 

F．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）の病床確保料

の対象となっている病床と同一病床に対して補助を行っていた。 

 

（ウ）休日夜間急患センター設備整備事業（同） 

管理台帳を作成していなかったため、実績報告の担保が取れなかった。 

 

（エ）共同利用施設設備整備事業及び救命救急センター設備整備事業（同） 

内示通知前に購入した医療機器について、契約日を内示日以降の日付に改

ざんする等した事業実績報告書等を提出することにより補助金の交付を受

けていたため、交付決定の取消し及び補助金の返還が必要となった。 

 

（オ）専門医認定支援事業（医療施設運営費等補助金） 

  補助対象経費の積算が過大（旅費の計上にあたり事業に関係しない旅費を

計上）であり、一部が補助対象外となった。 

また、補助対象経費の積算において重複（プログラム毎の従事時間を重複

計上）し、再確定及び補助金の返還が必要となった。 

 

（カ）医療施設近代化施設整備事業（医療提供体制施設整備交付金） 

事業の一部（電子カルテ等の整備）が未実施であり、補助要件を満たして

いなかった。 

 

（キ）地域医療再生基金事業（基金） 

 a．内示通知前に購入した医療機器について、契約日を内示日以降の日付に

改ざんする等した事業実績報告書等を提出することにより助成金の交付

を受けていたため、交付決定の取消し及び助成金の返還が必要となった。 

  

b．複数の請負業者と契約を締結し、請負契約が全て完了したとして実績報

告書等を提出していたが、一部の契約については年度末までに完了してい

なかったにもかかわらず虚偽の実績報告等を提出していたため過大に取

り崩されて使用されているとして不当と認められた。 
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（ク）小児救急医療支援事業（H26 年度廃止（医療提供体制推進事業費補助金）） 

診療日数の算定方法に誤りがあったため、交付決定の変更（減額）が必要

になった。 

 

（ケ）第二次救急医療施設勤務医師研修事業（H26 年度廃止（同）） 

a．補助対象外の経費を補助対象経費として計上したため、交付決定の変更

（減額）が必要になった。 

b．県が実施主体であるにもかかわらず県職員に謝金を支払ったため、交付

決定額の変更（減額）が必要になった。 

c．委託先の講師謝金単価が県よりも高額の事例があり、調整が必要となっ

た。 

 

（コ）児救急地域医師研修事業（H26 年度廃止（同）） 

補助対象経費の支出を裏付ける証拠書類が残されていなかったため、実績

報告の担保が取れなかった。 

 

（サ）看護師等養成所運営事業（H26 年度廃止（医療関係者研修費等補助金）） 

   補助金の経理において、補助の対象とならない経費を補助対象経費に含め

るなどしていたため、補助対象事業費の精算が課題となった。 

 

ウ．その他、問題になった事例 

 （ア）へき地歯科巡回診療班運営事業 

（H26 年度廃止（医療施設運営費等補助金）） 

   補助事業において県職員による横領、不適切経理が行われた。（厚生労働

本省による立入検査実施） 

 

（イ）看護師等養成所運営事業（H26 年度廃止（医療関係者研修費等補助金）） 

   養成所の合併に起因する混乱から、補助金事務に必要な経理関係の書類が

一部紛失した。（厚生局による立入検査実施） 
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【参考】補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（抄） 

（昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号） 

 

（関係者の責務）  

第３条 各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金

等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであるこ

とに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率

的に使用されるように努めなければならない。  

 

２ 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その

他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の

交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業

等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。 

 

（補助金等の交付の条件）  

第７条  各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予

算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事

項につき条件を附するものとする。  

（中略） 

２  各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生

ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に

限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨

の条件を附することができる。  

３  前二項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、各省各庁の長が法令及び

予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨

げるものではない。  

４  補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやし

くも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者

等に対し干渉をするようなものであつてはならない。  

 

（財産の処分の制限）  

第２２条  補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で

定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令

で定める場合は、この限りでない。 
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３．消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の処理について 

 

 医政局が所管する補助金等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）

の仕入控除税額については、各交付要綱の定めるところにより補助事業者（間接補助

の場合は間接補助事業者をいう。以下同じ。）から報告書を提出いただき、その全部

又は一部を国庫又は都道府県に納付することとしているところである。 

 当該事務については各都道府県の御協力をいただき、提出された報告書に係る作業

を順次進めてきたところであるが、以下のような課題も発生しているため、各都道府

県におかれては御留意の上作業を行っていただくようお願いする。 

 

（１）報告書の確認等について 

    仕入控除税額報告書の必要書類及び返還金の計算方法については、平成 17

年９月 20 日医政発第 0900006 号「医療施設等施設整備費補助金、医療施設等

設備整備費補助金等の消費税及び地方消費税に係る事務処理の適正化につい

て」によりお示ししているところであるが、書類の不備や計算方法の誤り等が

少なからず発生しているところである。 

    各都道府県においては、当該医政局長通知を再度ご確認いただいて作業を行

っていただくとともに、ご不明な点があれば、随時医療経理室決算第一係まで

お問い合わせいただくようお願いする。 

 

（２）予算措置について 

    国庫への返還金については都道府県において予算措置を行う必要があるた

め、返還金が生じる報告書を提出いただいた場合は、国から返還命令を発出し

た後、すみやかに返還手続きを行えるよう、予算措置について報告書の提出と

併せて準備をお願いする。 

なお、返還時期については例年３月中旬～４月中旬となっているため、都道

府県において担当者の人事異動等があった場合においても、担当者間で適切に

引き継いでいただく等、返還手続に漏れがないようお願いする。 

 

（３）補助事業者への周知について 

    医政局所管の補助金については仕入控除税額に係る返還の規定が全ての交

付要綱に定められているところである。各都道府県におかれては適宜注意喚起

等を行っていただき、報告書の提出漏れのないよう周知をお願いする。   

 

（４）報告書の提出について 

    報告書の提出時期については、各補助金に係る交付要綱において、補助事業

完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が確定した場合には速やかに、遅くとも補助事業完了
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日の属する年度の翌々年度６月 30 日までに報告しなければならないと定めら

れている。 

    しかしながら、相当以前の事業年度に係る報告書が提出されることが少なか

らず生じており、またこれは単純な遅延という問題に留まらず、仮に間接補助

事業者から提出のあった報告書が都道府県に滞留していた場合、報告書の紛失

という事態も引き起こしかねないため、適切な対応をお願いする。 

 

（５）基金事業の場合について 

    地域医療介護総合確保基金等の基金事業については、「都道府県が事業者か

ら返還させた額を直ちに国に納付する必要がなく、基金に戻して他の計画事業

への有効活用が可能」という点において、一般的な補助金との違いがあること

から、国への事業ごとの仕入れ控除相当額の報告は必要ない。ただし、基金の

効率的・効果的な運用から見ても、事業者から都道府県に速やかに返還させる

必要があるという点では、一般的な補助金と同様となるので遺漏無きようお願

いする。 

        なお、医療施設耐震化臨時特例交付金において会計検査院が検査した結果、 

①事業者から報告を受けていたが返還させていなかった 

②事業者から報告を受けておらず返還させていなかった 

ことにより、基金に積み立てていなかった、基金の解散後には国庫に返還して

いなかった、として平成 28 年度決算検査報告において不当事項として記載さ

れていることからも注意をお願いしたい。 
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